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河
　
　
島
　
　
幸
　
　
夫

は

じ

め

に

一
　
ナ
チ
ス
政
権
成
立
ま
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
政
治

１
　
ド
イ
ツ
政
治
史
と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム

２
　
ナ
チ
ス
の
抬
頭
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
対
応

３
　
ナ
チ
ス
政
権
の
成
立
と
ド
イ
ツ
司
教
団
の
姿
勢
転
換

４
　
政
教
条
約
の
締
結
と
そ
の
意
義

二
　
教
会
弾
圧
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
抵
抗

１
　
多
方
面
で
の
弾
圧
の
進
行

２
　
断
種
問
題
と
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
『
二
〇
世
紀
の
神
話
』

３
　
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
抗
議
方
法
―
《
申
し
入
れ
政
策
》
と
《
公
開
教
書
》

三
　
ピ
ウ
ス
十
一
世
回
勅
「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
」

１
　
ロ
ー
マ
で
の
準
備
協
議

２
　
回
勅
「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
」
の
内
容
と
そ
の
発
表

３
　
警
察
に
よ
る
取
り
締
ま
り

四
　
回
勅
へ
の
反
応
と
影
響

１
　
回
勅
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
政
府
と
教
会
の
応
酬

２
　
政
教
条
約
破
棄
の
可
能
性

お

わ

り

に

二
五



回
勅
「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
」
の
背
景
と
意
義

―
教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
の
ナ
チ
ズ
ム
批
判
―

二
六

は
　
じ
　
め
　
に

「
回
勅
」（en

cycliq
u

e,
en

cyclical,
E

n
zyklika

）
と
は
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
首
長
で
あ
る
教
皇
が
信
仰
・
教
理
・
道
徳
に
関
し

て
全
世
界
の
司
教
ま
た
は
一
国
の
司
教
を
通
じ
て
全
世
界
ま
た
は
一
国
の
全
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
与
え
る
公
開
文
書
で
あ
る
。
回
勅
の
原
文
は
ラ
テ
、
、

ン
語
、
、

で
書
か
れ
、
そ
の
表
題
に
は
回
勅
本
文
の
冒
頭
の
二
、
三
語
が
当
て
ら
れ
る
。
そ
の
本
文
は
各
国
語
に
翻
訳
さ
れ
て
信
徒
に
伝
達
さ
れ
る
。
（
１
）

一
九
三
七
年
三
月
一
四
日
付
け
、
同
二
一
日
（
枝
の
主
日
＝
シ
ュ
ロ
の
日
曜
日
）
に
ド
イ
ツ
の
全
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
説
教
壇
で
朗
読
・
発
表
さ

れ
た
教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
（
在
位
一
九
二
二
│
一
九
三
九
）
の
回
勅
「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て

ミ
ッ
ト
・
ブ
レ
ネ
ン
ダ
ー
・
ゾ
ル
ゲ

」（M
it

b
ren

n
en

d
er

S
orge

）
は
、
こ
の
伝
統

的
慣
習
に
反
し
て
原
文
も
ま
た
ド
イ
ツ
語

、
、
、
、

に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
た
。
ド
イ
ツ
語
原
文
の
回
勅
は
後
に
も
先
に
も
こ
れ
限
り
で
あ
る
。

こ
の
回
勅
が
公
布
さ
れ
た
当
時
の
ド
イ
ツ
は
、
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
の
率
い
る
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
（
第
三
帝
国
）
が
建
国
四
年
目
を
迎
え
て
、

か
つ
て
の
数
百
万
に
の
ぼ
っ
た
失
業
者
の
激
減
や
経
済
発
展
な
ど
の
内
政
上
の
成
果
に
加
え
、
一
九
三
五
年
の
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
（
人
口
の
四
分
の
三

が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
っ
た
）
の
ド
イ
ツ
復
帰
、
一
九
三
六
年
の
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
（
カ
ト
リ
ッ
ク
人
口
が
多
数
派
を
占
め
た
）
進
駐
、
ベ
ル
リ

ン
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
成
功
な
ど
の
外
交
上
の
成
果
を
背
景
に
、
そ
の
絶
頂
期
の
観
を
呈
し
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
外
見
上
の
繁
栄
の
影
で
当
時
の
ド
イ
ツ
で
は
ユ
ダ
ヤ
人
（
厳
密
に
は
ユ
ダ
ヤ
系
ド
イ
ツ
人
）、
共
産
主
義
者
、
社
会
主
義
者
、

民
主
主
義
者
、
自
由
主
義
者
、
キ
リ
ス
ト
教
会
な
ど
へ
の
抑
圧
、
弾
圧
、
迫
害
が
深
ま
っ
て
い
た
。
す
で
に
ナ
チ
ス
政
権
発
足
直
後
か
ら
開
設
さ
れ

た
強
制
収
容
所
も
ま
た
、
数
多
く
の
体
制
批
判
者
や
不
服
従
者
を
収
容
し
つ
つ
あ
っ
た
。
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憂
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―
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皇
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十
一
世
の
ナ
チ
ズ
ム
批
判
―

そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
ナ
チ
ズ
ム
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
関
係
に
も
深
刻
な
事
態
が
生
じ
て
い
た
。
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教

会
の
順
応
・
不
服
従
・
自
己
主
張
・
抵
抗
は
一
般
に
《
教
会
闘
争
》
（K

irch
en

k
am

p
f

）
と
呼
ば
れ
る
が
、
一
九
三
七
年
の
回
勅
「
深
き
憂
慮
に

満
た
さ
れ
て
」
の
公
布
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
教
会
闘
争
に
お
い
て
「
他
の
諸
事
件
を
凌
駕
す
る
重
要
な
一
つ
の
出
来
事
（
２
）

」
で
あ
り
、
一
つ
の
頂
点

を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
じ
っ
さ
い
当
時
す
で
に
、
こ
の
回
勅
は
「
主
権
を
持
つ
機
関
が
そ
の
職
務
の
行
使
に
お
い
て
第
三
帝
国
に
つ
い
て
行
っ
た

発
言
の
中
で
最
も
激
烈
な
も
の
（
３
）

」
で
あ
る
、
と
評
価
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
回
勅
は
ど
の
よ
う
な
内
容
と
意
義
を
持
っ
た
の
か
。
ま
た
な

ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
回
勅
は
作
成
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
こ
の
回
勅
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
光
を
当
て

る
こ
と
が
、
こ
こ
で
の
課
題
で
あ
る
。

（
１
）

ジ
ョ
ン
・
Ａ
・
ハ
ー
ド
マ
ン
編
著
、
浜
寛
五
郎
訳
『
現
代
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』
エ
ン
デ
ル
レ
書
店
、
一
九
八
二
年
、
八
八
｜
九
四
頁
参
照
。

（
２
）
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３
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一
　
ナ
チ
ス
政
権
成
立
ま
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
政
治

１
　
ド
イ
ツ
政
治
史
と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム

現
在
の
ド
イ
ツ
を
中
心
と
す
る
地
域
は
、
中
世
・
近
世
に
は
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
（
九
六
二
│
一
八
○
六
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
宗
教
的
に
は
ほ
ぼ

二
七



回
勅
「
深
き
憂
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十
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世
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ナ
チ
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ム
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判
―

二
八

カ
ト
リ
ッ
ク
の
み
で
あ
っ
た
こ
の
地
域
の
宗
教
分
布
に
激
変
が
生
じ
た
の
は
、
一
六
世
紀
は
じ
め
の
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
マ
ル
チ
ン
・
ル

タ
ー
を
中
心
と
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
仰
は
ド
イ
ツ
の
中
・
北
部
か
ら
北
欧
へ
と
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ド
イ
ツ
南
部
か
ら
南
欧

に
か
け
て
は
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
根
強
く
残
存
し
た
。
や
が
て
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
支
配
が
弱
ま
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
内
部
に
は
数
多
く
の
絶
対
主
義

的
領
邦
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
中
で
最
も
強
大
と
な
っ
た
の
は
東
北
地
方
の
プ
ロ
イ
セ
ン
と
東
南
部
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
南
部
の
バ
イ
エ
ル
ン

で
あ
っ
た
。
宗
派
的
に
は
プ
ロ
イ
セ
ン
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
（
そ
の
中
で
ル
タ
ー
派
が
多
数
派
で
、
改
革
派
＝
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
が
少
数
派
）
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
バ
イ
エ
ル
ン
は
圧
倒
的
に
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。

一
八
七
一
年
、
普
仏
戦
争
に
勝
っ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
を
含
む
諸
小
邦
を
結
集
し
、
し
か
し
カ
ト
リ
ッ
ク
色
の
強
い
オ
ー
ス
ト
リ
ア

を
排
除
し
て
、
い
わ
ゆ
る
小
ド
イ
ツ
方
式
で
ド
イ
ツ
帝
国
を
建
設
し
た
。
こ
の
統
一
ド
イ
ツ
で
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
全
人
口
の
約
三
分
の
二
、
カ

ト
リ
ッ
ク
が
約
三
分
の
一
を
占
め
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
人
口
が
多
い
の
は
南
部
の
バ
イ
エ
ル
ン
邦
や
南
西
部
の
バ
ー
デ
ン
邦
で
あ
る
が
、
最
大
邦
の
プ

ロ
イ
セ
ン
で
も
西
部
の
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
や
東
部
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
境
に
接
す
る
シ
ュ
レ
ジ
エ
ン
を
中
心
と
し
て
全
人
口
の
約
三
分
の
一
が
カ
ト
リ
ッ

ク
教
徒
で
あ
っ
た
。

新
し
い
ド
イ
ツ
帝
国
に
お
い
て
多
数
派
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
対
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
少
数
派
の
利
益
代
表
と
し
て
の
政
治
的
機
能
を
担
っ
た
の
は
、

一
八
七
〇
年
一
二
月
に
結
成
さ
れ
て
い
た
《
ド
イ
ツ
中
央
党
》（
以
下
、
中
央
党
と
略
称
）
で
あ
る
。
中
央
党
は
帝
国
議
会
に
お
い
て
約
四
分
の
一

の
議
席
を
獲
得
し
、
そ
れ
以
後
一
九
三
三
年
に
ナ
チ
ス
独
裁
の
形
成
に
伴
う
自
主
解
散
に
至
る
ま
で
の
六
三
年
間
、
ド
イ
ツ
の
政
治
に
重
要
な
地
位

を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
中
央
党
と
、
そ
れ
を
支
援
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
最
初
に
遭
遇
し
た
試
練
が
、
《
文
化
闘
争
》（K

u
ltu

rk
am

p
f

）
で
あ
る
。
自
ら
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憂
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十
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ナ
チ
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ム
批
判
―

も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
っ
た
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ビ
ス
マ
ル
ク
首
相
は
国
内
少
数
派
の
カ
ト
リ
ッ
ク
政
党
た
る
中
央
党
を
《
帝
国
の
敵
》
と
み

な
し
、
様
々
の
抑
圧
措
置
や
立
法
を
手
段
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
を
弱
め
よ
う
と
試
み
た
。
自
由
主
義
の
諸
政
党
も
ビ
ス
マ
ル
ク
を
応
援
し
た
。

し
か
し
危
機
意
識
を
抱
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
は
、
逆
に
団
結
を
深
め
、
教
会
と
中
央
党
と
へ
の
忠
誠
を
強
め
た
結
果
、
総
選
挙
で
の
中
央
党
の
獲

得
議
席
は
む
し
ろ
増
加
傾
向
を
示
し
さ
え
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ビ
ス
マ
ル
ク
は
や
が
て
文
化
闘
争
を
中
止
し
た
が
、
こ
の
時
の
苦
渋
に
満
ち
た
体

験
は
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
・
信
徒
に
と
っ
て
一
つ
の
ト
ラ
ウ
マ
と
な
り
、
彼
ら
の
心
の
中
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
コ
ン
プ
レ
ク
ス
を
深
く
刻

印
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
（
一
九
一
四
│
一
九
一
八
年
）
は
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
一
種
の
解
放
感
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
戦
争
で
は
ド
イ
ツ
が

カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
同
盟
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
は
喜
ん
で
祖
国
防
衛
の
戦
列
に
加
わ
り
、
国
民

と
し
て
の
一
体
感
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
こ
の
大
戦
に
敗
北
し
、
両
国
の
帝
制
も
崩
壊
し
た
。
ド
イ
ツ
で
は
革
命
が
起
こ
り
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国

が
誕
生
し
た
。
こ
の
歴
史
的
変
動
は
両
キ
リ
ス
ト
教
会
に
対
し
て
巨
大
な
衝
撃
を
与
え
た
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
に
く
ら
べ
る
と
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
の
シ
ョ
ッ
ク
度
は
小
さ
か
っ
た
。
《
王
座
と
祭
壇
》
の
統
合
に
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
国
家
権
力
と
の
愈
着
（
《
神
聖
福
音
帝
国
》
│
│
ア
ド

ル
フ
・
シ
ュ
テ
ッ
カ
ー
宮
廷
説
教
師
）
が
、
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
場
合
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
よ
り
も
小
さ
く
、
む
し
ろ

ア
ル
プ
ス
を
越
え
て

ウ

ル

ト

ラ

モ

ン

タ

ン

ロ
ー
マ
教
皇
と
の
結
び
つ
き
の
方
が
強
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

政
党
政
治
の
面
で
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
時
代
に
な
る
と
中
央
党
か
ら
バ
イ
エ
ル
ン
人
民
党
が
分
裂
し
て
い
た
。
し
か
し
議
会
制
民
主
主
義
体

制
に
転
じ
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
政
党
は
し
ば
し
ば
連
立
政
権
に
参
加
し
、
政
治
の
世
界
で
重
要
な
責
任
を
担
う
よ

二
九



回
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憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
」
の
背
景
と
意
義

―
教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
の
ナ
チ
ズ
ム
批
判
―

三
〇

う
に
な
っ
た
。
幾
人
か
の
首
相
も
中
央
党
か
ら
送
り
出
さ
れ
た
。
と
は
い
え
民
主
主
義
の
信
念
は
必
ず
し
も
こ
の
両
カ
ト
リ
ッ
ク
政
党
に
深
く
根
を

お
ろ
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
二
八
年
に
高
位
聖
職
者
の
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
カ
ー
ス
が
中
央
党
の
党
首
に
選
ば
れ
て
以
降
、
こ
の
党
は

急
速
に
右
傾
化
を
強
め
て
い
っ
た
（
１
）

。

２
　
ナ
チ
ス
の
抬
頭
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
対
応

一
九
二
九
年
一
〇
月
に
発
生
し
た
世
界
恐
慌
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
の
政
治
・
経
済
・
社
会
は
極
度
の
混
乱
に
陥
っ
た
。
失
業
や
倒
産
が
急
増
し
、
左

右
の
過
激
政
党
が
伸
張
し
た
。
と
く
に
一
九
三
〇
年
九
月
の
総
選
挙
に
お
い
て
極
右
の
ナ
チ
党
（
国
家
社
会
主
義
ド
イ
ツ
労
働
者
党
）
は
一
○
七
議

席
を
得
て
第
二
党
に
躍
進
し
た
（
第
一
党
は
依
然
と
し
て
社
会
民
主
党
）。
ド
イ
ツ
の
一
般
市
民
に
と
っ
て
も
二
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
会
に
と
っ
て
も
、

こ
の
時
は
じ
め
て
ナ
チ
ズ
ム
が
実
際
的
な
問
題
現
象
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
抬
頭
す
る
ナ
チ
ズ
ム
に
対
し
て
両
教
会
は
ど
の

よ
う
な
態
度
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ナ
チ
党
の
綱
領
の
第
二
四
条
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。「
我
々
は
、
国
家
の
存
在
を
危
う
く
せ
ず
、
ま
た
は
ゲ
ル
マ
ン
人
種
の
美
俗
・

道
徳
感
に
反
し
な
い
限
り
、
国
内
に
お
け
る
す
べ
て
の
宗
教
的
信
仰
告
白
の
自
由
を
要
求
す
る
。
／
わ
が
党
は
、
か
く
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
、
宗

派
的
に
一
定
の
信
仰
告
白
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
積
極
的
な
キ
リ
ス
ト
教
（p

ositives
C

h
risten

tu
m

）
の
立
場
を
代
表
す
る
（
２
）

」。
素
朴
な
キ

リ
ス
ト
教
徒
の
中
に
は
、
一
見
、
親
キ
リ
ス
ト
教
的
な
《
積
極
的
キ
リ
ス
ト
教
》
と
い
う
言
語
象
徴
に
惑
わ
さ
れ
て
ナ
チ
党
に
好
感
を
抱
く
人
も
少

な
く
な
か
っ
た
。

と
り
わ
け
ナ
チ
ス
が
強
調
す
る
ド
イ
ツ
民
族
の
再
生
と
団
結
（
《
民
族
共
同
体
》
の
創
出
）、
国
家
の
栄
光
と
国
力
（
と
く
に
軍
事
力
）
の
強
化
、
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無
神
論
的
共
産
主
義
（
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
）
の
排
撃
な
ど
の
主
張
は
、
《
民
族
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
》（N

atio
n

alp
ro

testan
tism

u
s

）

の
大
い
に
歓
迎
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
他
方
、
ド
イ
ツ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
多
数
派
を
占
め
る
、
こ
う
し
た
保
守
的
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
も
ナ
チ
ス
の
人
種
的
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
や
旧
約
聖
書
攻
撃
は
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
内
部
で
ナ
チ
ズ
ム
に
対
し
て
批
判
的
な
姿
勢
を
と
っ
た
の
は
自
由
主
義
神
学
や
宗
教
社
会
主
義
の
人
々
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

教
会
で
は
ナ
チ
ス
に
対
す
る
態
度
は
賛
成
、
是
々
非
々
、
拒
否
と
枝
分
か
れ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
民
衆
の
支
持
政
党
も
ま
た
、

従
来
か
ら
保
守
系
の
国
家
人
民
党
、
中
道
派
の
人
民
党
や
民
主
党
、
左
派
の
社
会
民
主
党
な
ど
多
様
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
中
で
保
守
と
中
道

を
支
持
し
て
い
た
多
く
の
有
権
者
が
ナ
チ
党
支
持
へ
と
傾
い
て
い
っ
た
こ
と
も
、
事
実
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
内
部
に
登
場
し
た
《
ド
イ
ツ
的

キ
リ
ス
ト
者
》
信
仰
運
動
は
ナ
チ
ス
的
キ
リ
ス
ト
教
と
も
い
え
る
主
張
を
展
開
し
て
、
教
会
選
挙
で
の
躍
進
を
と
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
全
体
と
し
て
ほ
ぼ
ま
と
ま
っ
て
、
抬
頭
す
る
ナ
チ
ス
へ
の
拒
否
の
姿
勢
を
堅
持
し
て
い
た
。
た
と

え
ば
、
ナ
チ
党
が
は
じ
め
て
躍
進
し
た
一
九
三
〇
年
九
月
の
総
選
挙
の
直
後
に
マ
イ
ン
ツ
司
教
座
は
ナ
チ
党
ヘ
ッ
セ
ン
支
部
へ
の
返
書
に
お
い
て
、

ナ
チ
ス
の
主
張
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
教
え
に
反
し
て
お
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
ナ
チ
党
に
入
党
す
る
こ
と
も
、
ナ
チ
党
員
が
秘
跡
（
洗
礼
・
聖

餐
・
終
油
な
ど
）
を
受
け
る
こ
と
も
、
ナ
チ
党
員
が
隊
列
を
組
ん
で
ミ
サ
に
出
席
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
、
と
通
知
し
た
（
３
）

。
さ
ら
に
ナ
チ
党
が
第

一
党
に
ま
で
大
躍
進
し
た
一
九
三
二
年
七
月
の
総
選
挙
の
後
に
も
、
ド
イ
ツ
の
司
教
協
議
会
は
マ
イ
ン
ツ
司
教
座
と
同
様
の
趣
旨
の
ナ
チ
党
拒
否
の

基
本
線
を
確
認
し
た
（
４
）

。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
民
衆
も
ま
た
、
少
な
く
と
も
約
半
数
は
中
央
党
と
バ
イ
エ
ル
ン
人
民
党
と
い
う
二
つ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
政
党
を

支
持
し
続
け
、
ナ
チ
党
支
持
へ
の
傾
斜
は
比
較
的
小
さ
か
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
内
部
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
《
ド
イ
ツ
的
キ
リ
ス
ト
者
》
の

よ
う
な
ナ
チ
ス
的
カ
ト
リ
ッ
ク
の
運
動
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ド
イ
ツ
・
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
ナ
チ
ス
政
権
の
成
立
ま
で

三
一
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二

ほ
ぼ
一
貫
し
て
ナ
チ
ス
拒
否
の
姿
勢
を
堅
持
し
た
の
で
あ
る
。

３
　
ナ
チ
ス
政
権
の
成
立
と
ド
イ
ツ
司
教
団
の
姿
勢
転
換

し
か
し
一
九
三
三
年
一
月
三
○
日
、
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
が
首
相
に
任
命
さ
れ
、
ナ
チ
党
と
国
家
人
民
党
に
よ
る
連
立
政
権
が
発
足
す
る
と
、

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
姿
勢
に
大
き
な
転
換
が
訪
れ
た
。
す
で
に
ナ
チ
ス
の
宣
伝
が
打
ち
出
し
た
《
国
民
革
命
》
や
《
国
民
的
決
起
》
に
多
く
の
ド
イ

ツ
民
衆
が
熱
狂
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
が
そ
の
大
波
の
中
に
巻
き
こ
ま
れ
て
い
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
そ
の
民
衆
も
ま

た
《
民
族
共
同
体
》
の
大
渦
か
ら
離
れ
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
伝
統
の
中
で
培
わ
れ
て
い
た
反
自
由
主
義
、
反
民
主
主
義
、
反
社
会
主
義
、
反
共
和
主
義
の
精
神
風
土

も
あ
っ
て
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
終
焉
は
ド
イ
ツ
・
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
と
っ
て
ス
ム
ー
ズ
に
受
け
い
れ
ら
れ
た
。
つ
い
で
、
こ
れ
ま
で
の
ド
イ
ツ

司
教
団
に
よ
る
ナ
チ
ス
拒
否
の
姿
勢
を
転
換
さ
せ
る
直
接
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
ナ
チ
ス
政
府
に
よ
る
一
九
三
三
年
二
月
一
日
の
親
キ
リ
ス

ト
教
的
声
明
（
５
）

で
あ
り
、
ま
た
同
年
三
月
二
三
日
の
全
権
委
任
法
（
授
権
法
）
採
決
の
数
時
間
前
に
行
わ
れ
た
首
相
ヒ
ト
ラ
ー
の
議
会
演
説
で
あ
っ
た
。

そ
の
中
で
彼
は
「
両
キ
リ
ス
ト
教
宗
派
に
わ
が
民
族
性
保
持
の
た
め
の
最
も
重
要
な
要
素
を
見
出
し
、
両
宗
派
の
権
利
は
侵
害
さ
れ
ず
、
国
家
に
対

す
る
教
会
の
地
位
は
不
変
で
あ
る
こ
と
」
を
公
約
し
た
の
で
あ
っ
た
（
６
）

。

一
国
の
宰
相
が
公
式
声
明
と
議
会
演
説
と
に
お
い
て
表
明
し
た
キ
リ
ス
ト
教
会
尊
重
の
公
約
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
両
教
会
指

導
者
や
ま
じ
め
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
大
い
に
喜
ば
せ
、
安
心
さ
せ
、
こ
れ
ま
で
大
な
り
小
な
り
ナ
チ
ス
と
ヒ
ト
ラ
ー
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
猜
疑
心

を
溶
解
さ
せ
る
の
に
役
立
っ
た
。
こ
う
し
て
一
九
三
三
年
三
月
二
四
日
、
中
央
党
と
バ
イ
エ
ル
ン
人
民
党
も
ま
た
、
全
権
委
任
法
案
に
賛
成
票
を
投
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じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
社
会
民
主
党
の
反
対
に
抗
し
て
（
共
産
党
の
全
議
員
は
、
す
で
に
逮
捕
さ
れ
、
議
会
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
）、
同
法
案
は

カ
ト
リ
ッ
ク
両
政
党
の
賛
成
票
に
助
け
ら
れ
、
三
分
の
二
以
上
の
多
数
を
得
て
採
択
さ
れ
た
。
ナ
チ
ス
独
裁
の
法
的
基
礎
は
こ
の
よ
う
に
し
て
与
え

ら
れ
、
議
会
政
治
は
自
ら
終
幕
を
引
い
た
の
で
あ
る
。

つ
い
で
そ
の
四
日
後
の
三
月
二
八
日
、
つ
い
に
ド
イ
ツ
司
教
団
は
従
来
の
ナ
チ
ス
拒
否
の
姿
勢
を
転
換
す
る
共
同
教
書
を
発
表
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
中
で
は
確
か
に
「
ナ
チ
ス
運
動
に
対
す
る
禁
止
と
警
告
と
の
有
効
性
は
失
わ
れ
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
は
い
た
が
、
従
来
の
ナ
チ
ス
に
対
す
る

「
一
般
的
な
禁
止
と
警
告
が
も
は
や
不
必
要
と
な
っ
た
（
７
）

」
と
結
論
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
司
教
団
の
路
線
転
換
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
司

教
団
の
変
化
は
一
方
で
は
ナ
チ
ス
国
家
に
対
す
る
多
く
の
カ
ト
リ
ッ
ク
民
衆
の
警
戒
心
を
解
き
、
服
従
と
協
力
に
転
換
さ
せ
る
こ
と
を
容
易
に
し
た

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
他
方
で
は
、
ナ
チ
ス
へ
の
反
対
姿
勢
を
貫
こ
う
と
す
る
少
数
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
大
き
な
失
望
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
こ

と
も
、
否
定
し
え
な
い
（
８
）

。

４
　
政
教
条
約
の
締
結
と
意
義

ヒ
ト
ラ
ー
政
権
は
連
立
政
権
と
し
て
誕
生
し
た
が
、
急
速
に
一
党
独
裁
の
色
彩
を
強
め
て
い
く
。
ナ
チ
党
以
外
の
諸
政
党
は
次
々
と
禁
止
さ
れ
、

あ
る
い
は
解
散
に
追
い
こ
ま
れ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
バ
イ
エ
ル
ン
人
民
党
と
中
央
党
も
ま
た
、
七
月
四
日
と
五
日
に
相
次
い
で
解
散
し
た
。
一
八

七
○
年
以
来
、
六
三
年
に
わ
た
る
ド
イ
ツ
・
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
政
界
に
お
け
る
利
益
代
表
は
消
滅
し
た
。
ビ
ス
マ
ル
ク
の
文
化
闘
争
を
持
ち
こ
た
え

た
カ
ト
リ
ッ
ク
政
党
は
、
ナ
チ
ス
政
権
の
下
で
あ
っ
け
な
い
幕
切
れ
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

折
し
も
一
九
三
三
年
四
月
、
ド
イ
ツ
政
府
の
側
か
ら
ロ
ー
マ
教
皇
庁
に
対
し
て
「
政
教
条
約
」
締
結
交
渉
が
申
し
入
れ
ら
れ
た
。
ド
イ
ツ
側
の
全

三
三
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四

権
代
表
は
副
首
相
の
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
パ
ー
ペ
ン
で
あ
り
、
教
皇
庁
側
の
代
表
は
国
務
長
官
エ
ウ
ジ
ェ
ニ
オ
・
パ
チ
ェ
リ
（
の
ち
一
九
三
九
―

一
九
五
八
年
の
教
皇
十
二
世
）
で
あ
っ
た
。
中
央
党
と
バ
イ
エ
ル
ン
人
民
党
の
消
滅
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
に
お
け
る
利
益
表
出
の
パ
イ
プ
を
失
っ
た
ヴ

ァ
チ
カ
ン
は
カ
ト
リ
ッ
ク
政
党
に
か
わ
る
も
の
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
一
九
三
三
年
七
月
二
〇
日
、
ヴ
ァ
チ
カ
ン
に
お
い
て

「
政
教
条
約
（
９
）

」（R
eich

skon
kord

at

）
が
調
印
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
政
教
条
約
で
は
教
皇
庁
側
の
主
張
が
大
幅
に
採
用
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
国
内
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
宣
教
・
司
牧
活
動
、
教

会
系
民
間
団
体
の
宗
教
的
・
文
化
的
・
社
会
的
活
動
、
宗
派
学
校
や
宗
教
教
育
、
宗
教
学
校
の
設
立
が
承
認
な
い
し
保
障
さ
れ
た
。
ロ
ー
マ
聖
庁

（
教
皇
庁
）
と
ド
イ
ツ
の
聖
職
者
・
信
徒
と
の
交
流
も
従
来
ど
お
り
保
障
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
側
の
要
求
し
た
最
重
要
点
は
聖
職
者
の
政
党
政
治
活
動

の
禁
止
で
あ
り
、
そ
れ
は
条
約
に
盛
り
こ
ま
れ
た
も
の
の
、
諸
政
党
の
消
滅
に
よ
っ
て
、
規
定
そ
れ
自
体
が
意
義
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。

政
教
条
約
の
締
結
を
巨
大
な
外
交
上
の
成
果
と
し
て
宣
伝
し
た
の
は
、
ナ
チ
ス
政
権
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
世
界
的
な
道
徳
的
権
威
で
あ
る
ロ
ー

マ
教
皇
が
新
し
い
ド
イ
ツ
、
ナ
チ
ス
《
第
三
帝
国
》
を
条
約
の
対
等
な
相
手
国
と
し
て
国
際
法
上
、
承
認
す
る
こ
と
を
、
意
味
し
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
四
カ
月
前
、
ド
イ
ツ
司
教
団
の
路
線
転
換
教
書
に
失
望
さ
せ
ら
れ
た
反
ナ
チ
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
は
、
再
び
幻
滅
を
体
験
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
他
方
で
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
と
ナ
チ
ス
政
権
へ
の
不
安
を
持
ち
続
け
て
い
た
多
数
の
カ
ト
リ
ッ
ク
民
衆
は
、
政
教
条
約
の
締
結
に
よ
っ
て
安

心
し
、
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
に
協
調
し
や
す
く
な
っ
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
政
教
条
約
が
ナ
チ
ス
体
制
に
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
的
抵
抗
に
ブ
レ
ー
キ
を

か
け
る
作
用
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
側
面
を
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
政
教
条
約
が
ナ
チ
ス
に
よ
る
権
利
・
慣
習
の
侵
害
を
中
心
と
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
・
民
間
団
体
・
関
連
活
動
へ
の
弾

圧
に
対
し
て
一
定
の
防
塁
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
側
面
も
、
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
外
的
な
制
度
面
の
み
な
ら
ず
心
の
中
ま
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で
全
面
的
に
支
配
し
よ
う
と
す
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
国
家
に
と
っ
て
政
教
条
約
は
ミ
ニ
マ
ム
の
法
的
拘
束
に
よ
る
制
約
を
意
味
し
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
ナ
チ
ス
当
局
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
や
関
連
活
動
へ
の
弾
圧
を
強
化
し
、
強
行
す
る
ご
と
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
側
は
こ
の
政
教
条
約
を
引
き
合
い
に

出
し
て
当
局
に
抗
議
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
場
合
に
は
一
九
三
三
年
七
月
一
一
日
に
制
定
さ
れ
、
や
が
て
国
法
と
し
て
の

効
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
「
ド
イ
ツ
福
音
主
義
教
会
憲
法
」
が
、
あ
る
程
度
そ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
場
合
に
は
「
政

教
条
約
」
が
国
内
法
上
の
効
力
と
国
際
法
上
の
効
力
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
た
か
ら
、
ド
イ
ツ
国
内
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
ロ
ー
マ
の
教
皇
庁
と
が
共

に
ド
イ
ツ
国
内
の
不
当
措
置
に
対
し
て
抗
議
す
る
際
の
法
的
根
拠
を
、
政
教
条
約
が
提
供
し
え
た
の
で
あ
っ
た
（
10
）

。

（
１
）

こ
の
前
後
の
記
述
に
つ
い
て
は
次
の
拙
著
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。
河
島
幸
夫
著
『
戦
争
・
ナ
チ
ズ
ム
・
教
会
│
│
現
代
ド
イ
ツ
福
音
主
義
教
会
史

論
』
新
教
出
版
社
、
一
九
九
三
年
。
同
「
独
裁
国
家
と
教
会
│
│
ナ
チ
ス
政
権
初
期
の
福
音
主
義
教
会
」
今
関
恒
夫
ほ
か
『
教
会
』（
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
探
求
③
）
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
○
○
○
年
。
同
「
ナ
チ
ス
の
政
権
掌
握
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
」『
西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
』
第
三
二
巻
二
・

三
合
併
号
、
二
〇
〇
〇
年
二
月
。

（
２
）

A
lfred

R
osen

berg

（H
g.

）,D
as

P
arteip

rogram
m

.
W

esen
,

G
ru

n
d

sätze
u

n
d

Z
iele

d
er

N
S

D
A

P
,
25.

A
u

fl.,
M

ü
n

ch
en
1943,

S
. 58f.

;

W
alth

er
H

ofer

（H
g.

）,D
er

N
ation

alsozialism
u

s.
D

oku
m

en
te
1933 -1945,

Ü
berarb.

N
eu

au
sgabe,

F
ran

kfu
rt

a.M
. 1983,

S
. 30f.

ワ
ル

タ
ー
・
ホ
ー
フ
ァ
ー
著
、
救
仁
郷
繁
訳
『
ナ
チ
ス
・
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
七
二
年
、
四
四
頁
。
た
だ
し
訳
文
を
少
し
修
正
し
た
。

（
３
）

H
an

s
M

ü
ller

（H
g

）,K
ath

olisch
e

K
irch

e
u

n
d

N
ation

alsozialism
u

s.
D

oku
m

en
te
1930 -1935,M

ü
n

ch
en
1963,S

. 13f.

（
４
）

B
ern

h
ard

S
tasiew

ski

（H
g.

）,A
kten

d
eu

tsch
er

B
isch

öfe
ü

ber
d

ie
L

age
d

er
K

irch
e
1933 -1945,

B
d

. 1 :1933 -1934,
M

ain
z
1968,

S
.

843f.

（
５
）

A
u

fru
f

d
er

R
eich

sregieru
n

g
an

d
as

d
eu

tsch
e

V
olk

vom
1. 2. 1933,

in
:C

arsten
N

icolaisen

（H
g.

）,D
oku

m
en

te
zu

r
K

irch
en

p
olitik

d
es

D
ritten

R
eich

es,B
d

. 1
:D

as
Jah

r
1933,M

ü
n

ch
en
1971,S

. 1.

（
６
）

M
ax

D
om

aru
s,H

itler.R
ed

en
u

n
d

P
roklam

ation
en
1932 -1945,B

d
. 1:T

riu
m

p
h

（1932 -1938

）,W
iesbad

en
1973,S

. 229 -237.

三
五
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三
六

（
７
）

K
u

n
d

gebu
n

g
d

er
d

eu
tsch

en
B

isch
öfe,in

:B
.S

tasiew
ski

（H
g.

）A
kten

d
eu

tsch
er

B
isch

öfe...aao.,B
d

. 1,S
. 30f.

（
８
）

河
島
、
前
掲
論
文
「
ナ
チ
ス
の
政
権
掌
握
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
」
一
│
二
六
頁
を
参
照
。

（
９
）

K
on

kord
at

zw
isch

en
d

em
H

eiligen
S

tu
h

l
u

n
d

d
em

D
eu

tsch
en

R
eich

,
in

:
A

lfon
s

K
u

p
p

er

（H
g.

）,S
taatlich

e
A

kten
ü

b
er

d
ie

R
eich

skon
kord

atsverh
an

d
lu

n
gen

1933,
M

ain
z
1969,

S
.
384 -408.

小
林
珍
雄
「
独
逸
ラ
イ
ヒ
・
羅
馬
聖
庁
間
の
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
に
就
て
」

一
・
二
『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
四
八
巻
五
号
お
よ
び
六
号
、
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
五
月
お
よ
び
六
月
。

（
10
）

河
島
、
前
掲
論
文
「
ナ
チ
ス
の
政
権
掌
握
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
」
二
七
｜
四
三
頁
を
参
照
。
他
に
同
、
前
掲
「
独
裁
国
家
と
教
会
」『
教
会
』
五
一

｜
二
頁
。

二
　
教
会
弾
圧
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
抵
抗

１
　
多
方
面
で
の
弾
圧
の
進
行

政
教
条
約
は
確
か
に
法
律
上
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
そ
の
関
連
活
動
の
存
続
を
保
障
し
て
い
た
。
し
か
し
現
実
に
は
ナ
チ
ス
の
政
府
・
警
察
・
党

に
よ
る
弾
圧
・
迫
害
・
制
限
措
置
、
妨
害
行
為
は
衰
え
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
対
す
る
措
置
は
、
ま
ず
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
大
き
な
民
間
組
織
に
対
す
る
弾
圧
と
し
て
進
め
ら
れ
た
。
一
九
三
三
年
六
月
に
開
か

れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
職
人
組
合
連
合
（
コ
ル
ピ
ン
グ
連
盟
）
の
大
会
で
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
対
す
る
招
待
状
が
発
せ
ら
れ
、
反
共
・
反
自
由
主
義
を
掲
げ

る
ヒ
ト
ラ
ー
へ
の
賛
辞
が
表
明
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
会
の
進
行
が
警
察
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
、
つ
い
に
は
中
途
で
の
散
会
の
や
む
な
き
に

至
っ
た
。
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カ
ト
リ
ッ
ク
青
少
年
団
の
活
動
に
対
し
て
も
弾
圧
が
加
え
ら
れ
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
・
ユ
ー
ゲ
ン
ト
（
ナ
チ
ス
青
少
年
団
）
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
か

っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
青
少
年
団
の
野
外
活
動
、
制
服
着
用
、
隊
旗
行
進
な
ど
が
禁
止
さ
れ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
青
少
年
が
カ
ト
リ
ッ
ク
系
団
体
と
ヒ
ト
ラ

ー
・
ユ
ー
ゲ
ン
ト
と
に
同
時
加
入
す
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
・
ユ
ー
ゲ
ン
ト
に
加
入
し
な
い
者
に
は
就
職
差
別
が
行
わ
れ
た
。
一
九
三

九
年
二
月
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
青
少
年
団
の
本
部
（
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
）
が
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
（
秘
密
警
察
）
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
た
。

カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
新
聞
に
対
し
て
は
用
紙
不
足
を
口
実
に
し
て
廃
刊
へ
の
道
が
な
ら
さ
れ
た
。
一
九
三
八
年
末
ま
で
に
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
新
聞
は

消
滅
し
た
。

一
九
三
九
年
五
月
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
労
働
者
連
盟
が
解
体
さ
れ
た
。
た
だ
不
幸
中
の
幸
い
と
し
て
西
部
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
労
働
者
同
盟
は
第

二
次
世
界
大
戦
中
も
持
ち
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
九
四
〇
年
四
月
に
は
労
働
能
力
あ
る
者
が
修
道
会
に
入
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
た
。

ま
た
一
九
三
四
年
四
月
七
日
に
制
定
さ
れ
た
職
業
官
吏
再
建
法
に
は
、
非
ア
ー
リ
ア
人
（
主
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
系
ド
イ
ツ
人
）
の
み
な
ら
ず
、
ナ
チ

ス
国
家
に
と
っ
て
信
用
で
き
な
い
政
治
信
条
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
持
ち
主
は
公
務
員
を
辞
す
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
中
央
党
に
所
属
し
て

い
た
公
務
員
は
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
圧
迫
を
受
け
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
の
離
脱
か
、
そ
れ
と
も
失
業
か
の
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
た
（
１
）

。

一
九
三
四
年
六
月
三
〇
日
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
腹
臣
の
一
人
で
ナ
チ
ス
突
撃
隊
（
Ｓ
Ａ
）
全
国
指
導
者
エ
ル
ン
ス
ト
・
レ
ー
ム
を
中
心
と
す
る
人
々
が
、

ヒ
ト
ラ
ー
、
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
（
宣
伝
大
臣
）、
ヘ
ル
マ
ン
・
ゲ
ー
リ
ン
グ
（
国
会
議
長
・
プ
ロ
イ
セ
ン
邦
首
相
）、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヒ
ム
ラ

ー
（
ナ
チ
ス
親
衛
隊
Ｓ
Ｓ
全
国
指
導
者
、
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
長
官
）、
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ハ
イ
ド
リ
ヒ
（
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
副
長
官
）
の
共
謀
に
よ
っ
て
反
乱

罪
の
か
ど
で
粛
清
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
混
乱
の
中
で
、
ナ
チ
ス
に
敵
視
さ
れ
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
三
人
の
有
力
な
民
間
指
導

三
七
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三
八

者
が
暗
殺
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
最
も
有
名
な
人
物
が
交
通
省
参
事
官
で
カ
ト
リ
ッ
ク
民
衆
運
動
の
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ア
ク
シ
ョ
ン
議
長
エ
ー
リ
ヒ
・
ク

ラ
ウ
ゼ
ナ
ー
で
あ
る
。
さ
ら
に
カ
ト
リ
ッ
ク
青
少
年
運
動
「
ド
イ
ツ
青
年
の
力
」
全
国
指
導
者
ア
ダ
ル
ベ
ル
ト
・
プ
ロ
プ
ス
ト
お
よ
び
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
の
フ
リ
ッ
ツ
・
ゲ
ル
リ
ヒ
も
犠
牲
者
と
な
っ
た
。
彼
ら
は
ナ
チ
ス
政
権
の
成
立
以
前
か
ら
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
警
告
を
発
し
、
ヒ
ト
ラ
ー
と
の
闘
い

を
叫
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
起
訴
や
裁
判
な
し
に
多
く
の
批
判
者
が
政
治
権
力
に
よ
っ
て
抹
殺
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
三
帝

国
が
法
治
国
家
の
仮
面
を
か
な
ぐ
り
捨
て
、
無
法
国
家
・
テ
ロ
国
家
へ
転
換
し
た
こ
と
を
示
す
重
大
な
節
目
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
あ
ら
わ
と
な
っ
た

ナ
チ
ス
国
家
の
蛮
行
に
対
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
何
の
抗
議
も
し
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
・
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
内
の
ナ
チ
ス
反
対
者
た
ち
は
、
三
た

び
失
望
を
味
わ
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
（
２
）

。

宗
派
学
校
や
宗
教
教
育
に
も
弾
圧
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
カ
ト
リ
ッ
ク
側
か
ら
く
り
か
え
し
て
抗
議
が
表
明
さ
れ
た
。
一
九
三
五
年

二
月
一
〇
日
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
大
司
教
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
フ
ォ
ン
・
フ
ァ
ウ
ル
ハ
ー
バ
ー
は
ミ
サ
説
教
の
中
で
、
両
親
た
ち
に
対
し
て
宗
派
学
校
へ
の

支
持
を
訴
え
た
。
し
か
し
当
局
に
よ
る
弾
圧
は
強
化
さ
れ
た
。
一
九
三
九
年
に
は
職
業
学
校
で
の
宗
教
教
育
が
廃
止
さ
れ
、
同
年
末
に
は
宗
派
学
校

も
廃
止
さ
れ
、
宗
派
混
合
学
校
の
み
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
ナ
チ
ス
当
局
に
よ
る
弾
圧
政
策
に
対
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
側
も
黙
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
民
衆
に
よ
る
抵
抗
と
し
て
は
、

た
と
え
ば
一
九
三
六
年
一
一
月
に
生
じ
た
《
十
字
架
闘
争
》
（K

reu
zk

am
p

f

）
が
注
目
さ
れ
る
。
事
件
の
き
っ
か
け
は
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
ラ
ン
ト

に
お
い
て
当
局
が
村
の
公
立
小
学
校
の
教
室
か
ら
十
字
架
を
運
び
去
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
こ
れ
に
怒
っ
た
住
人
た
ち
が
大
衆
的
抗
議
行

動
を
展
開
し
、
つ
い
に
十
字
架
を
学
校
に
返
却
さ
せ
た
の
で
あ
る
（
３
）

。
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２
　
断
種
問
題
と
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
『
二
〇
世
紀
の
神
話
』

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
指
導
層
に
よ
る
抵
抗
の
一
つ
と
し
て
は
、
断
種
（
不
妊
手
術
）
の
合
法
化
に
対
す
る
拒
否
姿
勢
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
先

進
諸
国
で
普
及
し
つ
つ
あ
っ
た
優
生
思
想
を
背
景
と
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
一
九
二
〇
年
代
以
降
、
重
度
障
害
者
や
遺
伝
病
（
と
み
な
さ
れ
た
）

者
の
不
妊
手
術
（
輸
精
管
な
い
し
輸
卵
管
の
切
除
）
が
、
《
生
き
る
に
値
し
な
い
生
命
》
誕
生
の
防
止
策
と
し
て
奨
励
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
み
な
ら
ず
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
一
部
で
も
自
発
的
な
不
妊
手
術
を
容
認
す
る
傾
向
が
生
じ
て
き
た
（
４
）

。

こ
れ
に
対
し
て
は
す
で
に
一
九
三
〇
年
一
二
月
に
ロ
ー
マ
教
皇
が
回
勅
「
カ
ス
テ
ィ
・
コ
ン
ヌ
ビ
イ
（
５
）

」（
結
婚
の
倫
理
）
を
発
表
し
て
、
任
意
・

強
制
を
問
わ
ず
一
切
の
不
妊
手
術
を
、
神
の
聖
な
る
賜
と
し
て
の
肉
体
と
結
婚
の
倫
理
と
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
、
全
面
的
に
拒
否
・
非
難
し
て

い
た
。
そ
の
結
果
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
は
不
妊
手
術
に
反
対
す
る
基
本
線
が
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
一
九
三
三
年
七
月
一
四
日
に
ナ
チ
ス
政
府
が
制
定
し
た
「
遺
伝
病
子
孫
予
防
法
」
は
、
任
意
・
強
制
の
不
妊
手
術
を
合
法
化
し
て
し
ま

っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
が
こ
の
合
法
化
を
容
認
し
た
の
に
対
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
反
対
の
基
本
線
を
変
え
は
し
な
か

っ
た
。
同
年
九
月
一
二
日
、
ド
イ
ツ
司
教
協
議
会
の
議
長
ア
ド
ル
フ
・
ベ
ル
ト
ラ
ム
枢
機
卿
（
ブ
レ
ス
ラ
ウ
の
大
司
教
）
は
、「
不
妊
手
術
は
有
効

な
結
婚
行
為
と
い
う
生
ま
れ
な
が
ら
の
自
然
権
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
と
し
て
拒
否
さ
れ
る
（
６
）

」
旨
の
建
白
書
（D

en
k

sch
rift

）
を
内
務
大
臣
ヴ
ィ

ル
ヘ
ル
ム
・
フ
リ
ッ
ク
に
送
付
し
て
い
る
。
さ
ら
に
一
九
三
六
年
八
月
一
一
日
、
教
皇
庁
の
教
理
聖
省
は
、
一
切
の
「
不
妊
手
術
を
法
に
よ
っ
て
規

定
す
る
こ
と
は
、
共
通
善
に
反
し
、
不
正
で
あ
っ
て
、
良
心
を
義
務
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
（
７
）

」
と
す
る
警
告
を
発
表
し
た
。
一
九
三
六
年
一
一
月
四

日
、
南
ド
イ
ツ
の
ア
ル
プ
ス
山
中
の
オ
ー
バ
ー
ザ
ル
ツ
ベ
ル
ク
で
ヒ
ト
ラ
ー
と
三
時
間
に
わ
た
っ
て
会
談
し
た
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
大
司
教
ミ
ヒ
ャ
エ

三
九
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四
〇

ル
・
フ
ォ
ン
・
フ
ァ
ウ
ル
ハ
ー
バ
ー
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
親
キ
リ
ス
ト
教
的
態
度
に
感
動
し
て
、
不
妊
手
術
の
問
題
に
関
し
て
一
定
の
《
モ
ー
ド
ス
・

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ン
デ
ィ
》
（
協
調
的
共
存
方
式
）
も
あ
り
う
る
こ
と
を
示
唆
し
た
（
８
）

。
結
局
、
ナ
チ
ス
時
代
の
全
体
を
通
じ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
た、

て
ま
え

、
、
、

と
し
て
は
、
不
妊
手
術
反
対
の
原
則
を
崩
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
、
、

に
は
、
多
く
の
カ
ト
リ
ッ
ク
系
病
院
・
療
養
所
に
お
い
て
も
か

な
り
の
不
妊
手
術
が
実
施
さ
れ
て
し
ま
っ
た
（
９
）

。

さ
ら
に
重
要
な
対
立
点
は
ナ
チ
ス
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で
あ
る
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
著
書
『
二
〇
世
紀
の
神
話
（
10
）

』（
初
版
一
九
三

〇
年
）
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
る
。
こ
の
本
の
中
で
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
書
‖
旧
約
聖
書
を
継
承
す
る
キ
リ
ス
ト
教
を
攻
撃
し
、
北
方

ゲ
ル
マ
ン
神
話
に
依
拠
し
た
北
方
人
種
の
崇
拝
と
ユ
ダ
ヤ
人
排
斥
と
の
世
界
観
を
展
開
し
て
い
た
。
し
か
も
一
九
三
四
年
一
月
、
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク

は
ナ
チ
党
の
世
界
観
教
育
全
国
指
導
者
に
任
命
さ
れ
た
。
翌
二
月
七
日
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
ケ
ル
ン
の
大
司
教
カ
ー
ル
・
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ル
テ
枢
機
卿

を
招
待
し
て
会
談
し
た
。
そ
の
席
上
、
シ
ュ
ル
テ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
・
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
ナ
チ
ス
政
権
の
初
期
に

は
政
府
へ
の
忠
誠
に
努
め
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
最
近
、
政
府
系
の
運
動
の
中
に
反
キ
リ
ス
ト
教
、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
の
姿
勢
が
顕
著
だ
。
と
く
に
ロ
ー

ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
『
二
〇
世
紀
の
神
話
』
は
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
そ
の
首
長
た
る
教
皇
と
へ
の
軽
蔑
に
満
ち
た
宣
伝
文
書
」
で
あ
る
、
と
。
こ
れ
に

対
し
て
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
自
分
も
そ
の
本
は
好
ま
な
い
、
し
か
し
カ
ト
リ
ッ
ク
側
か
ら
の
攻
撃
が
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
著
作
を
有
名
に
し
て
し
ま
っ
た

の
だ
（
11
）

、
と
述
べ
た
と
い
う
。

ヒ
ト
ラ
ー
に
と
っ
て
面
白
く
な
い
こ
と
に
は
、
よ
り
に
よ
っ
て
こ
の
同
じ
一
九
三
四
年
二
月
七
日
付
け
で
ロ
ー
マ
教
皇
庁
の
教
理
聖
省
が
ロ
ー
ゼ

ン
ベ
ル
ク
の
『
二
〇
世
紀
の
神
話
』
を
《
禁
書
》
に
指
定
し
て
し
ま
っ
た
（
12
）

。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
界
に
お
け
る
『
神
話
』
批
判
の
火
に
油

を
注
ぐ
効
果
を
も
た
ら
し
た
。
一
九
三
四
年
四
月
に
は
ト
リ
エ
ル
、
ア
ー
ヘ
ン
、
パ
ー
デ
ル
ボ
ル
ン
、
ブ
レ
ス
ラ
ウ
各
司
教
区
の
信
徒
た
ち
は
司
教
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の
復
活
祭
教
書
に
よ
っ
て
、『
神
話
』
に
代
表
さ
れ
る
新
異
教
主
義
的
宗
教
に
反
対
す
る
よ
う
、
呼
び
か
け
を
受
け
た
（
13
）

。
ま
た
一
九
三
四
年
秋
に
は

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
司
教
座
公
報
が
付
録
と
し
て
『
二
〇
世
紀
の
神
話
・
研
究
』
を
刊
行
し
、
公
然
と
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
へ
の

批
判
を
展
開
し
た
（
14
）

。

ま
た
一
九
三
六
年
に
は
ケ
ル
ン
の
聖
堂
司
祭
Ｊ
・
ト
イ
シ
ュ
が
信
仰
理
論
冊
子
『
カ
テ
キ
ズ
ム
の
真
理
』
を
刊
行
し
、
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
主
著

を
中
心
と
す
る
ナ
チ
ス
の
世
界
観
を
批
判
し
た
。
こ
れ
は
相
当
な
部
数
が
出
回
っ
た
と
い
う
（
15
）

。

ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
『
神
話
』
に
対
し
て
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
側
か
ら
も
厳
し
い
批
判
が
加
え
ら
れ
た
（
16
）

。
こ
れ
に
対
し
て
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク

自
身
も
や
っ
き
に
な
っ
て
反
論
し
た
が
、
両
教
会
側
か
ら
の
批
判
の
波
は
当
分
の
間
、
お
さ
ま
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

３
　
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
抗
議
方
法
　
│
│
《
申
し
入
れ
政
策
》
と
《
公
開
教
書
》

さ
て
、
ナ
チ
ス
政
府
に
よ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
・
関
連
活
動
へ
の
弾
圧
措
置
に
加
え
て
、
ナ
チ
党
系
の
団
体
や
出
版
物
に
よ
る
教
会
・
関
連
団

体
・
聖
書
・
聖
職
者
・
教
皇
へ
の
中
傷
や
妨
害
が
増
大
す
る
に
従
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
側
で
は
、
ナ
チ
ス
側
の
ね
ら
い
が
単
な
る
キ
リ
ス
ト
教
会
へ

の
い
や
が
ら
せ
や
制
限
措
置
に
と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
そ
れ
自
体
、
と
り
わ
け
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
根
絶
を
目
標
と
し
て
い
る
、
と
い

う
認
識
が
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

そ
こ
で
ロ
ー
マ
教
皇
庁
は
、
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
国
内
の
反
キ
リ
ス
ト
教
的
・
反
カ
ト
リ
ッ
ク
的
措
置
・
行
動
を
政
教
条
約
の
諸
規
定
と
そ
の
精
神

と
を
侵
害
す
る
重
大
な
違
反
行
為
と
判
断
し
、
一
九
三
三
年
か
ら
三
七
年
に
か
け
て
約
五
〇
通
の
外
交
書
簡
を
発
し
て
ド
イ
ツ
政
府
に
対
し
て
抗
議

し
、
事
態
の
改
善
を
申
し
入
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
も
と
も
と
条
約
や
法
規
な
ど
を
遵
守
す
る
気
の
な
い
ド
イ
ツ
政
府
か
ら
は
誠
実
な
対
応
は
示

四
一
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四
二

さ
れ
ず
、
し
だ
い
に
あ
い
ま
い
な
儀
礼
的
回
答
や
無
回
答
も
増
大
し
た
（
17
）

。

ド
イ
ツ
国
内
の
司
教
団
で
は
、
フ
ル
ダ
司
教
協
議
会
の
議
長
を
勤
め
る
ブ
レ
ス
ラ
ウ
の
大
司
教
ア
ド
ル
フ
・
ベ
ル
ト
ラ
ム
枢
機
卿
は
七
○
歳
を
過

ぎ
た
高
齢
で
、
ビ
ス
マ
ル
ク
時
代
の
文
化
闘
争
に
お
け
る
忍
耐
経
験
に
鑑
み
て
、
公
然
た
る
公
開
抗
議
の
表
明
は
努
め
て
避
け
、
《
申
し
入
れ
政

策
》
（E

in
gab

ep
o

litik
）
を
基
本
路
線
と
し
て
、
《
交
渉
》
に
よ
っ
て
当
局
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
と
い
う
方
式
に
固
執
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て

司
教
団
の
内
部
に
は
、
《
申
し
入
れ
》
・
《
交
渉
》
方
式
に
限
界
を
感
じ
、
む
し
ろ
公
然
た
る
公
開
の
抗
議
を
教
書
や
声
明
に
よ
っ
て
公
共
世
界
に

発
表
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
鼓
舞
さ
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
民
衆
の
平
和
的
集
団
行
動
の
力
が
示
さ
れ
て
こ
そ
、
現
実
に
政
府
当
局
の
態
度
や
行
動
を
変
え

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
主
張
す
る
声
が
大
き
く
な
っ
て
き
た
。
そ
う
し
た
《
公
開
抗
議
（öffen

tlich
er

P
rotest

）
路
線
》
と
で
も
名
づ
け
る

べ
き
主
張
の
中
心
人
物
が
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ク
レ
メ
ン
ス
・
フ
ォ
ン
・
ガ
ー
レ
ン
司
教
と
、
一
九
三
五
年
に
バ
イ
エ
ル
ン
の
ア
イ
ヒ

シ
ュ
テ
ッ
ト
か
ら
首
都
ベ
ル
リ
ン
に
転
任
し
た
コ
ン
ラ
ー
ト
・
フ
ォ
ン
・
プ
ラ
イ
ジ
ン
グ
司
教
（
両
者
は
い
と
こ
同
士
）
で
あ
っ
た
（
18
）

。

ナ
チ
ス
政
府
は
一
九
三
五
年
七
月
一
六
日
、
新
た
に
教
会
省
を
設
置
し
、
法
律
官
僚
の
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ル
を
教
会
大
臣
に
任
命
し
て
、
キ
リ
ス
ト

教
の
両
教
会
へ
の
監
視
、
統
制
、
制
限
、
抑
圧
を
容
易
に
し
よ
う
と
試
み
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
教
皇
庁
の
国
務
長
官
エ
ウ
ジ
ェ
ニ
オ
・
パ
チ
ェ
リ
は
一
九
三
五
年
七
月
二
六
日
、
ド
イ
ツ
政
府
あ
て
に
外
交
書
簡
を
送
り
、

「
教
会
の
使
命
は
信
仰
と
教
理
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
共
同
社
会
生
活
の
道
徳
秩
序
に
及
ぶ
」
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。
こ
の
線
に
そ
っ
て
彼
は
同

八
月
一
五
日
、
ド
イ
ツ
司
教
団
に
書
簡
を
送
り
、「
攻
撃
さ
れ
、
脅
か
さ
れ
て
い
る
真
理
の
た
め
に
勇
敢
に
証
言
し
、
多
様
な
形
の
誤
謬
と
扇
動
と

の
仮
面
を
は
ぎ
と
る
明
確
な
、
し
っ
か
り
し
た
方
向
を
与
え
る
、
そ
し
て
使
徒
的
な
大
胆
さ
と
高
貴
な
司
牧
愛
と
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
司
教
団
の
発

言
こ
そ
は
、
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
（
19
）

」
と
督
励
し
た
。
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そ
こ
で
一
九
三
五
年
八
月
二
〇
日
付
け
で
ド
イ
ツ
司
教
団
か
ら
共
同
教
書
（H

irten
b

rief

）
が
発
表
さ
れ
、
九
月
一
日
に
全
国
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
の
説
教
壇
か
ら
朗
読
さ
れ
た
。
こ
の
教
書
は
、
ナ
チ
ス
国
家
と
総
統
を
支
持
し
つ
つ
、
同
時
に
「
人
間
よ
り
も
神
に
従
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、

ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
流
の
『
二
〇
世
紀
の
神
話
』
を
中
心
と
す
る
新
異
教
主
義
の
宣
伝
に
抗
議
し
た
（
20
）

。
そ
れ
と
と
も
に
司
教
団
は
同
日
付
け
で
ヒ
ト
ラ

ー
あ
て
の
「
建
白
書
」（D

en
ksch

rift

）
を
も
提
出
し
た
。
そ
の
中
で
司
教
た
ち
は
、
同
じ
く
国
家
と
総
統
を
支
持
し
つ
つ
、
同
時
に
『
神
話
』
を

断
罪
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
民
間
団
体
・
新
聞
お
よ
び
宗
派
学
校
に
対
す
る
弾
圧
に
強
く
抗
議
し
た
の
で
あ
る
（
21
）

。

と
こ
ろ
で
ナ
チ
ス
当
局
は
、
ナ
チ
ズ
ム
と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
と
っ
て
の
《
共
通
の
敵
》
で
あ
る
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
（
共
産
主
義
）
に
対
し
て
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
が
公
式
の
断
罪
宣
告
を
下
し
て
く
れ
る
こ
と
を
、
期
待
し
て
い
た
。
そ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
一
九
三
六
年
一
一
月
四
日
、
ヒ

ト
ラ
ー
と
会
談
し
た
フ
ァ
ウ
ル
ハ
ー
バ
ー
枢
機
卿
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
親
キ
リ
ス
ト
教
的
ジ
ェ
ス
チ
ュ
ア
に
感
銘
を
受
け
、
協
調
の
意
向
を
伝
え
た
。
そ

し
て
こ
れ
を
受
け
て
同
一
二
月
二
四
日
、
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
を
非
難
す
る
内
容
の
ド
イ
ツ
司
教
団
教
書
が
発
表
さ
れ
た
（
22
）

。
と
こ
ろ
が
こ
の
教
書
の

後
半
部
分
に
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
意
に
反
し
て
、
ナ
チ
ス
的
世
界
観
を
批
判
す
る
内
容
も
同
時
に
加
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
ナ
チ
ズ
ム
批
判
が
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
の
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
断
罪
を
帳
消
し
に
す
る
も
の
と
し
て
、
ナ
チ
ス
側
か
ら
激
し
く
反
発
さ
れ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
（
23
）

。

こ
う
し
て
明
ら
か
に
政
教
条
約
を
無
視
し
た
ナ
チ
ス
国
家
に
お
け
る
教
会
弾
圧
、
教
会
系
団
体
へ
の
迫
害
、
反
キ
リ
ス
ト
教
的
宣
伝
と
措
置
、
妨

害
行
為
は
深
ま
る
一
方
で
あ
っ
た
。
し
か
も
ド
イ
ツ
国
内
で
は
国
家
に
よ
る
報
道
統
制
が
強
化
さ
れ
て
、
教
会
の
窮
状
、
政
府
に
よ
る
弾
圧
に
対
す

る
教
皇
の
態
度
に
関
す
る
報
道
が
市
民
に
届
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
ド
イ
ツ
の
司
教
団
は
一
九
三
六
年
八
月
一
八
日
付
け
の
教
皇
あ
て

書
簡
に
お
い
て
教
皇
に
回
勅
の
公
布
を
要
請
し
た
の
で
あ
る
（
24
）

。
た
だ
し
こ
れ
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
形
で
ヴ
ァ
チ
カ
ン
に
よ
っ
て
応
え
ら
れ
る
の
か
、

そ
れ
は
ド
イ
ツ
の
司
教
た
ち
に
は
全
く
予
測
不
可
能
だ
っ
た
ろ
う
。

四
三
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一
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。
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の
訳
本
の
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に
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た
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文
句
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聖
書
、
完
訳
日
本
版
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本
書
こ
そ
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運
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血
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中
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光
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三
　
ピ
ウ
ス
十
一
世
回
勅
「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
」

１
　
ロ
ー
マ
で
の
準
備
協
議

一
九
三
七
年
の
一
月
、
七
九
歳
の
教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
は
病
床
に
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
の
心
配
は
自
ら
の
病
状
よ
り
も
、
ナ
チ
ス
統
治
下
の
ド
イ

ツ
に
お
け
る
教
会
の
苦
境
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。

一
九
三
七
年
一
月
一
五
日
、
教
皇
は
ナ
チ
ス
統
治
下
の
ド
イ
ツ
の
教
会
状
況
を
よ
り
く
わ
し
く
知
る
た
め
に
五
人
の
司
教
を
ヴ
ァ
チ
カ
ン
に
招
い

た
。
ド
イ
ツ
の
司
教
た
ち
二
七
人
は
そ
の
二
日
前
ま
で
フ
ル
ダ
に
お
い
て
司
教
協
議
会
の
会
議
を
開
き
、
ド
イ
ツ
の
教
会
状
況
を
分
析
・
検
討
し
て

い
た
。
そ
の
疲
れ
も
癒
さ
れ
ぬ
ま
ま
五
人
の
司
教
が
ロ
ー
マ
に
赴
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
五
人
と
は
、
ベ
ル
ト
ラ
ム
、
フ
ァ
ウ
ル
ハ
ー
バ
ー
、
シ
ュ

ル
テ
の
三
枢
機
卿
（
同
時
に
大
司
教
）
と
ガ
ー
レ
ン
、
プ
ラ
イ
ジ
ン
グ
の
二
司
教
で
あ
っ
た
。
ナ
チ
ス
当
局
に
対
す
る
見
方
や
戦
術
に
関
し
て
は
、

こ
の
五
人
の
司
教
の
う
ち
《
申
し
入
れ
‖
交
渉
路
線
》
の
信
奉
者
が
ベ
ル
ト
ラ
ム
司
教
協
議
会
議
長
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
《
公
開
抗
議
路
線
》

を
主
張
し
て
い
る
の
が
ガ
ー
レ
ン
と
プ
ラ
イ
ジ
ン
グ
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
ル
テ
と
フ
ァ
ウ
ル
ハ
ー
バ
ー
は
実
践
面
で
は
後
者
に
近
か
っ
た
（
１
）

。

一
月
一
五
日
（
金
）、
ま
ず
予
備
面
談
と
し
て
ベ
ル
ト
ラ
ム
と
フ
ァ
ウ
ル
ハ
ー
バ
ー
が
教
皇
庁
国
務
長
官
パ
チ
ェ
リ
の
も
と
に
招
か
れ
た
。
ベ
ル
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ト
ラ
ム
は
公
開
抗
議
方
式
を
好
ま
な
か
っ
た
の
で
、
む
し
ろ
「
教
皇
親
書
、
、

」
を
ヒ
ト
ラ
ー
に
届
け
て
は
ど
う
か
、
と
提
言
し
た
。
し
か
し
パ
チ
ェ
リ

は
実
り
無
き
《
申
し
入
れ
》
の
続
行
に
は
難
色
を
示
し
た
。

一
月
一
六
日
（
土
）
午
前
、
パ
チ
ェ
リ
国
務
長
官
と
五
司
教
全
員
と
の
協
議
が
行
わ
れ
た
。
こ
こ
で
パ
チ
ェ
リ
は
ド
イ
ツ
政
府
に
よ
る
政
教
条
約

違
反
の
責
任
問
題
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
青
少
年
団
体
・
新
聞
な
ど
へ
の
弾
圧
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
。
そ
し
て
現
状
解
決
の
た
め
の
よ
り
効
果
的
な
方

法
と
し
て
、
ヒ
ト
ラ
ー
あ
て
の
「
教
皇
親
書
、
、

」
で
は
な
く
、
民
衆
に
と
っ
て
最
も
わ
か
り
や
す
い
全
ド
イ
ツ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
あ
て
の
公
開
「
教

皇
教
書
、
、

」（
司
牧
書
簡H

irten
b

rief

）
と
い
う
案
を
示
唆
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
た
び
は
、
教
皇
庁
が
《
申
し
入
れ
方
式
》
で
は
な
く
、

《
公
開
抗
議
方
式
》
を
採
用
す
る
用
意
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
月
一
七
日
（
日
）
午
前
、
五
人
の
司
教
は
パ
チ
ェ
リ
に
率
い
ら
れ
て
病
床
の
教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
に
謁
見
し
、
ド
イ
ツ
の
具
体
的
な
状
況
を
報

告
し
た
。
教
皇
が
自
ら
の
病
苦
よ
り
も
ド
イ
ツ
教
会
の
窮
状
に
心
を
痛
め
、
教
会
自
身
の
進
む
べ
き
道
を
貫
こ
う
と
す
る
毅
然
と
し
た
態
度
に
、
訪

問
者
た
ち
は
深
い
感
銘
を
受
け
た
と
い
う
。
こ
の
会
見
で
は
教
皇
に
向
か
っ
て
五
人
の
司
教
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
を
行
っ
た
。
ベ
ル
ト
ラ
ム
は
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
会
紛
争
の
原
因
が
ナ
チ
ス
国
家
の
教
会
敵
視
政
策
に
あ
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
政
教
条
約
も
困
難
な
状
況
に
陥
っ
て
い
る
、

と
伝
え
た
。
フ
ァ
ウ
ル
ハ
ー
バ
ー
は
学
校
闘
争
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
民
間
組
織
、
教
会
生
活
の
困
難
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
ま
で
何
と
か
持
ち
こ

た
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
政
教
条
約
の
お
か
げ
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
政
教
条
約
は
《
摂
理
の
賜
》
だ
、
と
強
調
し
、
教
皇
も
同
感
し
た
。
つ

い
で
シ
ュ
ル
テ
が
宗
派
学
校
と
ナ
チ
ス
側
の
教
会
離
脱
宣
伝
と
に
つ
い
て
説
明
し
、
プ
ラ
イ
ジ
ン
グ
は
他
の
地
域
に
く
ら
べ
て
若
干
平
穏
な
ベ
ル
リ

ン
の
状
況
を
報
告
し
た
。
最
後
に
ガ
ー
レ
ン
が
、
ナ
チ
ス
体
制
は
「
真
理
と
忠
誠
を
知
ら
ぬ
」
敵
対
者
だ
、
民
衆
は
教
会
に
忠
実
で
あ
り
、
司
教
た

ち
の
発
言
を
期
待
し
て
い
る
、
と
述
べ
た
。
こ
れ
ら
の
報
告
に
応
え
て
教
皇
は
、
こ
れ
か
ら
も
政
教
条
約
の
遵
守
を
ド
イ
ツ
政
府
に
要
求
し
続
け
る

四
七



回
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憂
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と
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―
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ウ
ス
十
一
世
の
ナ
チ
ズ
ム
批
判
―

四
八

こ
と
を
確
認
し
、
こ
れ
ほ
ど
貴
重
な
法
的
土
台
を
教
会
側
か
ら
放
棄
す
る
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
点
で
、
訪
問
者
た
ち
と
意
見
の
一
致
を
見
た
。

教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
と
の
会
見
の
後
、
パ
チ
ェ
リ
国
務
長
官
は
五
人
を
昼
食
に
招
待
し
た
。
こ
こ
で
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
も
し
「
教
皇
教
書
、
、

」

が
発
表
さ
れ
た
ら
、
ド
イ
ツ
政
府
は
政
教
条
約
を
破
棄
す
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
が
国
務
長
官
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
シ
ュ

ル
テ
枢
機
卿
は
、
そ
の
可
能
性
が
あ
る
、
と
答
え
た
が
、
逆
に
フ
ァ
ウ
ル
ハ
ー
バ
ー
枢
機
卿
は
そ
の
可
能
性
を
否
定
し
た
。
ド
イ
ツ
政
府
に
よ
る
政

教
条
約
破
棄
の
チ
ャ
ン
ス
は
、
す
で
に
こ
れ
ま
で
の
数
回
の
司
教
共
同
教
書
の
発
表
の
際
に
何
回
も
あ
っ
た
は
ず
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
た
だ

し
、
発
表
さ
れ
る
「
教
皇
教
書
」
の
内
容
は
教
理
的
な
も
の
に
と
ど
め
、
ナ
チ
党
を
名
指
し
し
な
い
方
が
よ
い
、
と
い
う
の
が
フ
ァ
ウ
ル
ハ
ー
バ
ー

の
意
見
で
あ
っ
た
。

会
合
の
す
べ
て
が
終
わ
っ
た
後
で
、
こ
の
フ
ァ
ウ
ル
ハ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
思
い
が
け
な
い
大
役
が
回
っ
て
き
た
。
パ
チ
ェ
リ
国
務
長
官
が
ひ
そ
か

に
「
教
皇
教
書
」
の
草
案
起
草
を
彼
に
依
頼
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
フ
ァ
ウ
ル
ハ
ー
バ
ー
は
一
月
一
八
日
（
月
）
夕
刻
か
ら
二
一
日
（
木
）
早

朝
に
か
け
て
草
案
の
作
成
に
没
頭
し
た
。
二
一
日
の
午
前
三
時
半
、
完
成
し
た
フ
ァ
ウ
ル
ハ
ー
バ
ー
の
草
案
は
、「
添
削
・
増
補
は
全
く
御
自
由
」

と
の
添
え
書
を
付
け
て
国
務
長
官
に
届
け
ら
れ
た
。

司
教
た
ち
は
一
月
二
一
日
と
二
三
日
に
そ
れ
ぞ
れ
教
皇
へ
別
れ
を
告
げ
、
ロ
ー
マ
か
ら
ド
イ
ツ
へ
の
帰
国
の
途
に
つ
い
た
。
二
三
日
に
別
れ
の
あ

い
さ
つ
を
し
た
ガ
ー
レ
ン
と
プ
ラ
イ
ジ
ン
グ
に
向
か
っ
て
教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
は
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
た
と
い
う
。「
ナ
チ
ズ
ム
は
、
そ
の
目

標
と
方
法
に
お
い
て
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
異
な
ら
な
い
。
私
は
そ
れ
を
ヒ
ト
ラ
ー
に
言
う
つ
も
り
だ
（
２
）

」。

２
　
回
勅
「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
」
の
内
容
と
そ
の
発
表



回
勅
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憂
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ピ
ウ
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十
一
世
の
ナ
チ
ズ
ム
批
判
―

草
案
を
起
草
し
た
フ
ァ
ウ
ル
ハ
ー
バ
ー
自
身
、
じ
っ
さ
い
の
「
教
皇
教
書
」
が
い
か
な
る
形
で
い
つ
発
表
さ
れ
る
の
か
、
全
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

じ
っ
さ
い
に
は
フ
ァ
ウ
ル
ハ
ー
バ
ー
草
案
は
主
と
し
て
パ
チ
ェ
リ
（
と
教
皇
）
に
よ
っ
て
修
正
・
増
補
さ
れ
、
約
二
倍
半
の
長
さ
に
拡
大
さ
れ
て
い

た
。
も
ち
ろ
ん
草
案
の
骨
組
み
は
生
か
し
つ
つ
、
そ
れ
を
詳
細
に
展
開
し
て
ナ
チ
ズ
ム
を
よ
り
厳
し
く
批
判
し
、
歴
史
的
・
法
律
的
序
文
と
結
語
と

が
付
け
加
え
ら
れ
た
。
し
か
も
形
式
も
変
え
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
教
皇
文
書
は
「
教
書
」（H

irten
b

rief

）
と
し
て
で
は
な
く
、
最
も
壮

重
な
「
回
勅
」（E

n
zyklika

）
と
し
て
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
３
）

。
完
成
さ
れ
た
回
勅
の
ド
イ
ツ
語
原
本
は
教
皇
庁
の
印
刷
所
で
印
刷
さ
れ
、
秘
密
特

使
の
手
で
三
月
一
四
日
、
ま
ず
ベ
ル
リ
ン
の
プ
ラ
イ
ジ
ン
グ
司
教
に
届
け
ら
れ
た
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
回
勅
は
ド
イ
ツ
各
地
の
司
教
の
手
元
に
、
や

は
り
特
使
に
よ
っ
て
三
月
一
六
日
ま
で
に
配
送
さ
れ
た
。
検
閲
・
摘
発
を
恐
れ
て
郵
便
は
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
各
地
の
司
教
座
で
は
そ
れ
を
大
量

に
印
刷
さ
せ
た
。
説
教
壇
か
ら
朗
読
す
る
だ
け
で
な
く
全
カ
ト
リ
ッ
ク
世
帯
に
配
布
す
る
た
め
で
あ
る
。
回
勅
の
内
容
が
余
り
に
長
文
だ
っ
た
た
め

に
印
刷
さ
れ
た
も
の
は
冊
子
と
な
り
、
ミ
サ
の
終
了
後
に
販
売
さ
れ
た
。

多
く
の
教
会
で
は
回
勅
の
朗
読
は
教
皇
庁
の
希
望
に
そ
っ
て
三
月
二
一
日
の
「
枝
の
主
日
」（
シ
ュ
ロ
の
日
曜
日
）
に
行
わ
れ
た
。
し
か
し
余
り

に
長
文
だ
っ
た
た
め
、
朝
の
ミ
サ
と
夕
方
の
ミ
サ
と
の
二
回
に
分
け
て
朗
読
し
た
教
会
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
い
う
。
回
勅
の
重
要
性
に
鑑
み
て
、

ほ
と
ん
ど
の
司
教
自
身
が
司
教
座
聖
堂
の
説
教
壇
か
ら
こ
れ
を
朗
読
し
た
。
そ
の
当
日
、
ミ
サ
に
出
席
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
と
っ
て
回
勅
の
朗

読
は
ま
さ
に
《
寝
耳
に
水
》
で
あ
っ
た
。
フ
ァ
ウ
ル
ハ
ー
バ
ー
枢
機
卿
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
リ
ー
プ
フ
ラ
ウ
エ
ン
大
聖
堂
の
説
教
壇
か
ら
回
勅
を
朗
読

し
た
。
そ
の
後
、
彼
は
ロ
ー
マ
の
教
皇
あ
て
に
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。「
会
衆
は
最
大
の
感
動
と
と
も
に
聞
き
耳
を
立
て
ま
し
た
。
人
々
は

回
勅
の
印
刷
物
を
奪
い
合
っ
て
受
け
取
り
ま
し
た
。
誰
も
が
そ
れ
を
家
に
持
ち
帰
り
た
い
と
望
ん
だ
か
ら
で
す
（
４
）

」。

こ
の
回
勅
は
ふ
つ
う
「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て

ミ
ッ
ト
・
ブ
レ
ネ
ン
ダ
ー
・
ゾ
ル
ゲ

」（M
it

b
ren

n
en

d
er

S
orge

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
の
正
式
の
表
題
は
「
ド
イ
ツ
帝
国

四
九



回
勅
「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
」
の
背
景
と
意
義

―
教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
の
ナ
チ
ズ
ム
批
判
―

五
〇

に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
状
態
に
つ
い
て
、
使
徒
座
と
の
平
和
と
交
わ
り
の
中
に
生
き
る
敬
愛
す
る
ド
イ
ツ
の
兄
弟
た
ち
、
大
司
教
、
司
教
お

よ
び
他
の
高
位
聖
職
者
た
ち
に
あ
て
た
、
神
の
摂
理
に
よ
る
教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
聖
下
の
回
勅
」（R

u
n

d
sch

reiben
S

ein
er

H
eiligkeit

P
iu

s
X

I.

d
u

rch
G

ottes
V

orseh
u

n
g

P
ap

st
an

d
ie

eh
rw

ü
rd

igen
B

rü
d

er
E

rzbisch
öfe

u
n

d
B

isch
öfe

D
eu

tsch
lan

d
s

u
n

d
d

ie
an

d
eren

O
ber-

h
irten

d
ie

in
F

ried
en

u
n

d
G

em
ein

sch
aft

m
it

d
em

A
p

ostlisch
en

S
tu

h
le

leb
en

:
Ü

b
er

d
ie

L
age

d
er

K
ath

olisch
en

K
irch

e
im

D
eu

tsch
en

R
eich

）
で
あ
る
。
略
さ
れ
た
表
題
　“M

it
bren

n
en

d
er

S
orge”

は
回
勅
本
文
の
冒
頭
の
三
語
で
あ
り
、
直
訳
す
れ
ば
「
燃
え
る
憂

慮
を
も
っ
て
」
と
な
る
。
そ
こ
で
以
下
に
は
こ
の
回
勅
の
主
要
部
分
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
（
５
）

。

「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
不
審
の
念
を
高
め
つ
つ
、
余
は
、
か
つ
て
聖
ボ
ニ
フ
ァ
チ
ウ
ス
が
キ
リ
ス
ト
と
神
の
国
と
の
光
の
使
信
、
喜
び

の
福
音
を
も
た
ら
し
た
こ
の
国
と
こ
の
民
と
の
た
だ
中
に
お
け
る
教
会
の
苦
難
の
道
程
を
、
ま
た
心
情
と
行
為
に
お
い
て
教
会
に
忠
実
た
り
続

け
て
い
る
男
女
信
徒
の
深
ま
り
ゆ
く
窮
状
を
、
か
な
り
以
前
か
ら
観
察
し
て
き
た
。

余
の
こ
う
し
た
憂
慮
は
、
余
の
病
床
を
見
舞
っ
て
く
れ
た
最
も
尊
敬
す
る
司
教
団
の
代
表
者
た
ち
が
真
実
か
つ
誠
実
に
報
告
し
て
く
れ
た
こ

と
に
よ
っ
て
も
、
柔
げ
ら
れ
は
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
使
徒
た
ち
の
信
仰
告
白
の
闘
い
に
よ
っ
て
多
く
の
慰
め
と
感
動
と
を
与
え
ら
れ
、
心

か
ら
民
族
と
祖
国
を
愛
し
、
ま
た
、
全
力
を
あ
げ
て
冷
静
な
判
断
に
努
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
限
に
多
く
の
苦
渋
と
暴
虐
と
を
見
逃

す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
説
明
を
聞
い
て
後
、
余
は
神
に
心
か
ら
感
謝
し
て
愛
の
使
徒
と
共
に
こ
う
語
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。『
わ

た
し
の
子
供
た
ち
が
真
理
の
う
ち
を
歩
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
聞
く
こ
と
以
上
に
、
大
き
な
喜
び
は
な
い
』（
Ⅲ
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
四
）。
し
か

し
ま
た
、
余
の
責
任
あ
る
使
徒
職
に
ふ
さ
わ
し
い
率
直
さ
と
、
現
実
の
全
き
重
み
を
諸
兄
姉
と
全
キ
リ
ス
ト
教
世
界
と
に
呈
示
し
よ
う
と
す
る
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意
思
と
に
従
っ
て
、
余
は
次
の
言
葉
を
も
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
多
く
の
人
が
真
理
の
道
を
去
っ
た
と
い
う
こ
と
を
聞

く
こ
と
ほ
ど
、
余
の
大
き
な
憂
慮
、
深
い
司
牧
的
苦
し
み
は
無
い
（
Ⅱ
ペ
テ
ロ
二
・
二
参
照
）。

敬
愛
す
る
兄
弟
た
ち
よ
。
ド
イ
ツ
政
府
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
条
約
交
渉
を
、
余
は
何
年
も
前
の
一
つ
の
草
案
を
手
が
か
り
に
し
て
受
け
入

れ
、
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
こ
と
に
厳
粛
な
合
意
を
も
っ
て
政
教
条
約
を
締
結
し
た
。
そ
こ
ま
で
余
を
導
い
た
も
の
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
会

の
救
済
宣
教
の
自
由
へ
の
、
ま
た
教
会
に
委
ね
ら
れ
た
人
々
の
魂
へ
の
当
然
の
配
慮
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
ド
イ
ツ
民
族
の
平
和
な
発
展
と
福

祉
と
に
本
質
的
に
奉
仕
し
た
い
と
い
う
誠
実
な
念
願
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
か
な
り
の
重
大
な
疑
念
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
余
は
当
時
や
っ
と
の
思
い
で
同
意
を
拒
ま
な
い
こ
と
を
決
意
し
た
。
人
間
的
に
可

能
な
も
の
の
範
囲
内
で
ド
イ
ツ
の
余
の
忠
実
な
息
子
、
娘
た
ち
が
緊
張
と
苦
難
と
を
免
れ
る
よ
う
に
、
余
は
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
さ
も
な
く
ば

当
時
の
状
況
の
下
で
そ
う
し
た
こ
と
が
確
実
に
予
測
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
余
は
唯
一
つ
キ
リ
ス
ト
を
求
め
、
キ
リ
ス
ト
の
も
の
を
求
め
つ
つ
、

誰
に
で
も
、
彼
ら
自
身
が
突
き
返
す
の
で
な
い
限
り
、
母
な
る
教
会
の
平
和
の
手
を
拒
ま
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
行
為
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
人

に
実
証
し
よ
う
と
望
ん
だ
の
で
あ
る
。

余
の
純
粋
な
意
図
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
の
地
に
植
え
ら
れ
た
平
和
の
木
が
あ
な
た
が
た
の
民
族
に
余
の
切
望
し
た
果
実
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た

と
れ
ば
、
こ
の
広
い
世
界
で
見
る
目
を
も
ち
、
聞
く
耳
を
も
つ
者
な
ら
、
そ
の
責
任
が
教
会
と
そ
の
首
長
と
に
あ
る
な
ど
と
は
、
こ
ん
に
ち
誰

も
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
数
年
間
行
わ
れ
て
き
た
世
界
観
教
育
な
る
も
の
が
、
責
任
の
あ
り
か
を
教
え
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
、

は
じ
め
か
ら
根
絶
闘
争
以
外
の
い
か
な
る
目
標
も
知
ら
な
い
策
謀
を
露
呈
し
た
。

尊
敬
す
る
兄
弟
た
ち
よ
。
と
く
に
す
べ
て
の
宗
教
の
第
一
の
代
替
不
可
能
な
基
礎
で
あ
る
神
へ
の
信
仰
が
ド
イ
ツ
の
地
に
お
い
て
純
粋
か
つ

五
一
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五
二

真
正
に
維
持
さ
れ
る
よ
う
、
留
意
し
て
頂
き
た
い
。
神
を
信
じ
る
者
と
は
、
神
の
言
葉
を
こ
と
ば
巧
み
に
操
る
者
で
は
な
く
、
た
だ
こ
の
高
貴

な
言
葉
に
ふ
さ
わ
し
い
真
の
神
概
念
を
身
に
つ
け
て
い
る
者
だ
け
で
あ
る
。
汎
神
論
的
な
あ
い
ま
い
さ
の
中
で
神
を
宇
宙
と
等
置
し
、
神
を
世

界
の
中
で
世
俗
化
し
、
世
界
を
神
に
お
い
て
神
格
化
す
る
者
は
、
神
を
信
じ
る
者
の
中
に
は
入
ら
な
い
。

い
わ
ゆ
る
古
代
ゲ
ル
マ
ン
的
・
前
キ
リ
ス
ト
教
的
観
念
に
従
っ
て
、
人
格
的
な
神
の
か
わ
り
に
あ
い
ま
い
な
非
人
格
的
な
運
命
な
ど
と
い
う

も
の
を
押
し
出
す
者
は
、『
知
の
果
て
か
ら
果
て
ま
で
そ
の
力
を
及
ぼ
し
、
慈
し
み
深
く
す
べ
て
を
司
り
』（
知
恵
の
書
八
・
一
）、
す
べ
て
を

良
き
結
末
に
導
き
給
う
神
の
知
恵
と
摂
理
と
を
否
定
す
る
者
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
者
に
は
、
神
を
信
じ
る
者
の
一
人
で
あ
る
と
主
張
す
る
資

格
は
な
い
。

人
種
、
、

（R
asse

）
あ
る
い
は
民
族

、
、
、
、
、
、

（V
olk

）、
国
家
、
、

（S
taat

）
あ
る
い
は
国
家
形
態

、
、
、
、
、
、
、
、

（S
taatsform

）、
国
家
権
力
の
担
い
手

、
、
、
、
、
、
、
、

（T
räger

d
er

S
taatsgew

alt

）
あ
る
い
は
他
の
人
間
的
共
同
体
形
成
の
基
礎
的
価
値
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

│
│
そ
れ
ら
は
地
上
の
秩
序
の
内
部
で
は
一
つ
の
本
質
的
で
尊
重

に
値
す
る
位
置
を
占
め
る
│
│
地
上
の
価
値
序
列
か
ら
抜
き
出
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
偶
像
崇
拝
的
に
神
格
化
す
る
者
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
命
じ
ら
れ
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

物
事
の
秩
序
を
倒
錯
さ
せ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
偽
造
す
る
者
で
あ
る

、
、
、
、
、
、
、
、

。
そ
の
よ
う
な
者
は
真
の
神
信
仰
か
ら
も
、
そ
う
し
た
信
仰
に
ふ
さ
わ
し
い
人
生
観
か
ら
も

遠
く
か
け
離
れ
た
者
で
あ
る
。

尊
敬
す
る
兄
弟
た
ち
よ
。
三
重
に
も
神
聖
な
神
の
名
を
人
間
的
な
欲
求
と
願
望
と
の
大
な
り
小
な
り
恣
意
的
な
何
ら
か
の
造
形
物
の
た
め
の

無
意
味
な
レ
ッ
テ
ル
と
し
て
利
用
す
る
と
い
う
、
言
葉
と
文
書
と
の
形
で
の
乱
用
の
増
加
に
気
を
つ
け
て
頂
き
た
い
。
…
…
我
々
の
神
は
、
人

格
的
で
超
人
的
で
全
能
の
、
無
限
に
完
全
な
神
で
あ
り
、
三
つ
に
い
ま
し
て
一
つ
な
る
お
方
、
神
的
存
在
の
統
一
の
中
で
三
位
一
体
で
あ
り
、

す
べ
て
の
被
造
物
の
造
り
主
、
主
に
し
て
王
、
世
界
史
の
究
極
的
完
成
者
、
自
ら
の
ほ
か
い
か
な
る
神
を
も
容
認
せ
ず
、
ま
た
容
認
し
え
な
い
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お
方
で
あ
る
。

こ
の
神
は
主
権
的
に
神
の
戒
め
を
与
え
給
う
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

。
そ
の
戒
め
は
時
間
と
空
間

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
国
と
人
種
を
こ
え
て
妥
当
す
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

。
神
の
太
陽
が
人
間
の
顔
を

も
つ
す
べ
て
の
者
を
照
ら
す
よ
う
に
、
神
の
法
（G

ottes
G

esetz

）
も
ま
た
、
い
か
な
る
特
権
も
例
外
も
知
ら
な
い
。
統
治
者
と
被
治
者
、

王
冠
の
持
ち
主
と
無
冠
の
者
、
高
き
者
と
低
き
者
、
富
者
と
貧
者
、
万
人
が
等
し
く
神
の
言
葉
の
下
に
立
つ
。
造
り
主
と
し
て
の
神
の
権
利
の

全
体
性
か
ら
、
必
然
的
に
個
々
人
と
全
種
類
の
共
同
体
と
に
対
す
る
神
の
服
従
要
求
の
全
体
性

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

が
生
じ
る
。
こ
の
服
従
要
求
は
す
べ
て
の
生
の

、
、
、
、
、
、

領
域
、
、

を
と
ら
え
、
そ
の
全
領
域
に
お
い
て
道
徳
的
問
題
が
神
の
法
と
の
対
決
を
、
そ
れ
ゆ
え
変
え
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
的
規
則
の
、
変
え
る

こ
と
の
で
き
な
い
神
の
規
則
の
構
造
へ
の
編
入
を
要
求
す
る
。

た
だ
軽
薄
な
精
神
の
持
ち
主
だ
け
が
、
国
民
的
な
神

、
、
、
、
、

（n
ation

aler
G

ott

）、
国
民
宗
教

、
、
、
、

（n
ation

ale
R

eigion

）
な
ど
と
い
う

、
、
、
、
、

も
の
を
語
る

謬
説
、
、

に
陥
り
や
す
い
。
ま
た
そ
う
し
た
人
々
だ
け
が
、
全
世
界
の
造
り
主
、
全
民
族
の
王
に
し
て
立
法
者
た
る
神
を
│
│
そ
の
偉
大
さ
の
前

に
は
諸
国
民
は
水
桶
の
し
ず
く
に
等
し
い
（
イ
ザ
ヤ
四
〇
・
一
五
）
│
│
一
つ
の
民
族
、
、

の
境
界
線
の
中
へ
、
ま
た
一
つ
の
人
種
の
血
統

、
、
、
、
、

と
い

う
狭
い
枠
の
中
へ
閉
じ
こ
め
よ
う
と
す
る
狂
気
の
試
み

、
、
、
、
、

を
企
て
や
す
い
。
…
…

イ
エ
ズ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
た
啓
示

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（O
ffen

b
aru

n
g

）
の
頂
点
は
究
極
的
な
も
の
で
あ
っ
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
永
遠
に
す
べ
て
を
拘
束
す

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
も
の
で
あ
る

、
、
、
、
、
、

。
こ
の
啓
示
は
人
間
の
手
に
よ
る
補
完
を
必
要
と
せ
ず

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
現
在
の
一
定
の
指
導
者
た
ち
が
血
と
人
種
と
の
神
話
か
ら
引
き
出
そ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

う
と
し
て
い
る
恣
意
的
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

《
諸
啓
示

、
、
、

》
に
よ
る
代
替
物
や
代
用
品
を
全
く
必
要
と
し
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

。
…
…
い
か
な
る
人
間
も
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
置

か
れ
た
土
台
以
外
の
土
台
を
置
き
え
な
い
（
Ⅰ
コ
リ
ン
ト
三
・
一
一
）。
神
と
被
造
物
と
の
間
、
神
の
人
と
人
の
子
ら
と
の
間
に
あ
る
本
質
的

な
相
違
を
冒
涜
的
に
誤
認
し
、
何
ら
か
の
死
す
べ
き
者
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

│
│
た
と
え
彼
が
そ
の
時
代
の
最
も
偉
大
な
人
間
で
あ
れ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

│
│
キ
リ
ス
ト
と
並
べ

、
、
、
、
、
、
、

五
三
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五
四

て、
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
の
上
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
ま
た
キ
リ
ス
ト
に
対
抗
し
て
置
こ
う
と
す
る
者
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
に
せ
預
言
者
と
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

。
…
…

尊
敬
す
る
兄
弟
た
ち
よ
。
あ
な
た
が
た
が
と
く
に
覚
め
た
目
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
宗
教
的
基
礎
概
念
が
そ
の
本
質
を
奪
い
取

ら
れ
、
俗
悪
な
意
味
に
変
え
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
で
の
啓
示
と
は

、
、
、
、

、
人
間
に
対
す
る
神
の
言
葉

、
、
、
、

（d
as

W
ort

G
ottes

）
で
あ
る

、
、
、

。
こ
の
同
じ
神
の
言
葉
を
血
と
人
種

、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
の
、
、

《
誘
惑
、
、

》
の
た
め
に

、
、
、
、

、
ま
た
あ
る
一
つ
の
民
族
の
歴
史
的
栄
光
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
絶
対
に
混
乱
を
も
た
ら
す

、
、
、
、
、
、
、

も
の
だ
。
そ
の

よ
う
な
偽
造
硬
貨
は
信
仰
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
用
語
と
し
て
受
け
入
れ
る
に
値
し
な
い
。
…
…

余
は
こ
こ
で
、
特
に
造
り
主
ご
自
身
に
よ
っ
て
人
間
の
心
の
板
に
書
き
こ
ま
れ
（
ロ
ー
マ
二
・
一
四
以
下
）、
罪
と
激
情
と
に
よ
っ
て
濁
さ

れ
て
い
な
い
健
全
な
理
性
に
よ
っ
て
読
み
と
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
自
然
法

、
、
、

（N
atu

rrech
t

）
を
思
い
起
こ
す
。
こ
の
自
然
法
の
戒
め
に
照
ら
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て、
、
す
べ
て
の
実
定
法

、
、
、
、
、
、
、

（Jed
es

p
ositive

R
ech

t

）
は、
…
…
そ
の
内
容
を
検
査
さ
れ
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

。
こ
の
自
然
法

、
、
、

に
深
く
矛
盾
す
る
人
間
の
法
は
先
天

的
欠
陥
を
患
っ
て
お
り
、
ど
の
よ
う
な
強
制
手
段
や
外
部
の
権
力
展
開
も
、
そ
れ
を
治
癒
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
尺
度
に
よ
っ
て
、

『
民
族
に
有
益
な
も
の
が
法
で
あ
る
』
と
い
う
原
則
も
ま
た
、
は
か
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
…
す
な
わ
ち
、『
何
事
も
、
も
し
道
徳
的
に
良
い

も
の
で
な
け
れ
ば
、
け
っ
し
て
有
益
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
有
益
で
あ
る
か
ら
道
徳
的
に
も
良
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
む
し
ろ
道
徳

的
に
良
い
も
の
こ
そ
が
有
益
で
も
あ
る
の
だ
』（C

icero,
D

e
officiis

3,
30

）。
こ
の
道
徳
律
に
反
す
る
な
ら
、
あ
の
原
則
は
国
際
関
係
に
お

い
て
さ
ま
ざ
ま
な
諸
国
民
の
永
遠
の
戦
争
状
態
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
国
内
の
生
活
領
域
で
は
、
あ
の
基
本
命
題
は
利
益

考
量
と
正
義
の
考
量
と
を
混
同
し
て
い
る
。
ま
た
あ
の
基
本
命
題
は
、
人
間
が
人
格
と
し
て
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
権
利
を
所
有
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（d
er

M
en

sch
als

P
ersön

lich
keit

gottgegeb
en

e
R

ech
te

b
esitzt

）、
そ
の
権
利
は
共
同
社
会
に
よ
る
侵
害

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
廃
棄
あ
る
い
は
無
視
を
め
ざ
す

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
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一
切
の
介
入
か
ら
免
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
と
い
う
こ
と
を
誤
認
し
て
い
る
。
…
…

信
仰
す
る
人
間
は
、
自
己
の
信
仰
を
告
白
し
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
形
で
信
仰
を
確
認
す
る
不
可
侵
の
権
利
を
も
つ
。
こ
の
信
仰
告
白
と
信

仰
確
認
と
を
抑
圧
し
、
あ
る
い
は
妨
げ
る
法
律
は
、
自
然
法
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
…
…
学
校
問
題
に
お
い
て
、
こ
の
自
然
法
的
に
与
え
ら

れ
た
両
親
の
意
思
を
閉
め
出
し
、
あ
る
い
は
脅
迫
と
強
制
に
よ
っ
て
抑
圧
す
る
法
律
あ
る
い
は
他
の
措
置
は
、
自
然
法
に
反
し
て
お
り
、
最
奥

か
つ
究
極
の
核
心
に
お
い
て
不
道
徳
で
あ
る
。
…
…

キ
リ
ス
ト
に
忠
実
な
者
の
告
白
意
思
と
受
難
の
覚
悟
と
が
教
会
弾
圧
者
た
ち
の
物
理
的
強
制
力
に
対
し
て
内
面
的
信
仰
の
無
条
件
性
を
、
永

遠
を
確
信
す
る
希
望
の
不
滅
性
を
、
実
践
的
愛
の
ゆ
る
ぎ
な
き
全
権
を
対
置
す
る
に
十
分
堅
固
と
な
る
な
ら
ば
、
教
会
の
他
の
時
代
と
同
様
に

こ
の
時
代
も
ま
た
、
新
た
な
興
隆
と
内
面
的
浄
化
と
の
先
駆
け
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
四
旬
節
と
復
活
祭
と
の
時
期
は
、
内
省
と
悔
悛
を
説
き
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
目
を
、
ふ
だ
ん
よ
り
も
い
っ
そ
う
十
字
架
に
、
そ
れ
と
同
時
に
ま
た
復
活
の
主
の
栄
光
に
向
か
わ
せ
て
く
れ
る
。
こ
の
時
期

が
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
、
ま
た
あ
な
た
が
た
一
人
一
人
に
と
っ
て
感
情
と
魂
を
英
雄
精
神
、
忍
耐
心
、
勝
利
の
精
神
で
満
た
す
た
め
の
喜
ば

し
い
、
ま
た
と
な
い
き
っ
か
け
と
な
る
よ
う
に
。
そ
の
時
に
余
は
次
の
よ
う
に
確
信
す
る
。
わ
が
世
が
来
た
と
錯
覚
し
た
教
会
の
敵
ど
も
は
、

ま
も
な
く
、
あ
ま
り
に
早
く
喜
び
す
ぎ
た
こ
と
、
あ
ま
り
に
性
急
に
墓
掘
り
シ
ャ
ベ
ル
に
手
を
出
し
た
こ
と
を
悟
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
に
は
、

キ
リ
ス
ト
の
敵
ど
も
の
早
す
ぎ
た
勝
利
の
歌
に
か
わ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
に
忠
実
な
者
た
ち
の
心
と
唇
か
ら
解
放
の
賛
美

テ
・
デ
ウ
ム
が
天
に
昇
る
こ
と
を
許

さ
れ
る
日
が
、
来
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
民
族
が
こ
ん
に
ち
過
ち
を
犯
し
た
成
員
を
抱
え
つ
つ
、
宗
教
的
復
帰
の
道
を
歩
む
こ

と
を
喜
ぶ
賛
美

テ
・
デ
ウ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
民
族
が
受
難
に
よ
っ
て
清
め
ら
れ
た
信
仰
の
中
で
、
再
び
時
と
永
遠
と
の
王
な
る
イ
エ
ズ
ス
・
キ

リ
ス
ト
に
膝
を
屈
め
る
こ
と
を
喜
ぶ
賛
美

テ
・
デ
ウ
ム

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
民
族
が
キ
リ
ス
ト
教
的
西
洋
の
否
定
者
と
否
認
者
と
に
対
す
る
戦
い
に

五
五



回
勅
「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
」
の
背
景
と
意
義

―
教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
の
ナ
チ
ズ
ム
批
判
―

五
六

お
い
て
、
他
の
諸
民
族
の
す
べ
て
の
善
意
の
人
々
と
調
和
し
て
、
永
遠
な
る
主
の
計
画
が
彼
ら
に
指
し
示
す
天
職
、
、

（B
eru

f

）
を
ま
さ
に
果
た

そ
う
と
す
る
こ
と
を
喜
ぶ
賛
美

テ
・
デ
ウ
ムで
あ
る
。
…
…

こ
の
心
と
唇
と
に
お
け
る
切
な
る
祈
り
を
も
っ
て
余
は
、
神
の
助
け
の
保
証
と
し
て
、
あ
な
た
が
た
の
困
難
で
責
任
重
き
決
断
に
際
し
て
の

支
え
と
し
て
、
戦
い
に
お
け
る
強
め
と
し
て
、
苦
悩
の
中
の
慰
め
と
し
て
、
あ
な
た
が
た
忠
実
な
民
の
司
教
、
司
祭
、
修
道
士
・
修
道
女
、
カ

ト
リ
ッ
ク
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
平
信
徒
使
徒
、
あ
な
た
が
た
の
司
教
区
の
す
べ
て
の
信
徒
に
一
人
残
ら
ず
、
と
り
わ
け
病
め
る
人
、
囚
わ
れ
の
人

に
、
父
と
し
て
の
愛
に
お
い
て
、
使
徒
座
か
ら
の
祝
福
を
授
け
る
も
の
で
あ
る
。

ヴ
ァ
チ
カ
ン
に
て
　
受
難
の
主
日
　
一
九
三
七
年
三
月
一
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
」（
傍
点
は
河
島
）

こ
の
回
勅
は
伝
統
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
理
と
信
仰
に
根
ざ
し
つ
つ
、
そ
の
基
本
原
理
の
帰
結
と
し
て
当
時
の
ド
イ
ツ
の
状
況
を
鋭
く
分
析
し
、

批
判
し
て
い
た
。
回
勅
の
文
章
の
中
に
は
ヒ
ト
ラ
ー
や
ナ
チ
ズ
ム
な
ど
具
体
的
な
名
称
は
登
場
し
な
い
。
し
か
し
前
後
の
文
脈
を
読
め
ば
、
こ
こ
に

示
さ
れ
た
一
般
的
普
通
名
詞
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
、
当
時
の
ド
イ
ツ
人
な
ら
容
易
に
推
察
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
「
人
種
あ
る
い
は
民

族
、
国
家
あ
る
い
は
国
家
形
態
、
国
家
権
力
の
担
い
手
あ
る
い
は
他
の
人
間
的
共
同
体
形
成
の
基
礎
的
価
値
を
…
…
偶
像
崇
拝
的
に
神
格
化
す
る
者

は
、
神
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
物
事
の
秩
序
を
倒
錯
さ
せ
、
偽
造
す
る
者
で
あ
る
」
と
い
う
部
分
を
読
ん
だ
者
は
、
こ
の
中
に
盛
ら
れ
た
言
葉
の
一

つ
一
つ
が
す
べ
て
当
時
の
ド
イ
ツ
の
ア
ー
リ
ア
人
種
（
ゲ
ル
マ
ン
人
種
）
や
ド
イ
ツ
民
族
、
第
三
帝
国
、
全
体
主
義
体
制
、
総
統
ヒ
ト
ラ
ー
な
ど
を

ま
さ
に
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
神
格
化
な
い
し
絶
対
化
が
批
判
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
直
ち
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ

う
。
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
お
け
る
統
治
の
内
容
と
実
態
が
地
上
の
相
対
的
価
値
の
限
界
を
こ
え
て
人
間
の
魂
の
内
と
外
と
の
全
領
域
を
支
配
す
る
な



回
勅
「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
」
の
背
景
と
意
義

―
教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
の
ナ
チ
ズ
ム
批
判
―

ら
ば
、
ま
さ
に
そ
れ
は
一
つ
の
偶
像
と
な
る
。
そ
う
し
た
ナ
チ
ス
支
配
の
核
心
が
こ
の
回
勅
に
よ
っ
て
根
底
か
ら
指
摘
さ
れ
て
批
判
さ
れ
、
ド
イ
ツ

の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
目
と
心
に
焼
き
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

３
　
警
察
に
よ
る
取
り
締
ま
り

回
勅
原
文
の
ド
イ
ツ
へ
の
搬
入
と
各
司
教
へ
の
配
送
、
各
司
教
区
に
お
け
る
回
勅
の
印
刷
は
、
秘
密
の
う
ち
に
行
わ
れ
た
。
し
か
し
回
勅
の
重
大

性
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
一
部
の
司
祭
た
ち
は
、
朗
読
予
定
日
の
前
日
（
三
月
二
○
日
）
午
前
の
土
曜
ミ
サ
に
出
席
し
た
信
徒
た
ち
に
回
勅
の
冊

子
を
配
布
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
こ
れ
を
受
け
取
っ
た
者
が
そ
れ
を
持
っ
て
市
場
に
向
か
う
と
い
う
こ
と
も
生
じ
た
。

そ
う
す
る
う
ち
に
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
（
秘
密
警
察
）
は
回
勅
発
表
の
前
日
に
す
で
に
、
衝
撃
的
な
文
書
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
発
表
を
予
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
か
ぎ
つ
け
た
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
は
三
月
二
〇
日
午
後
、
捜
査
員
が
数
千
部
の
回
勅
印
刷
物
を
押
収
し
た
。
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
副
長
官
の
ハ
イ
ド

リ
ヒ
は
同
日
の
真
夜
に
ヒ
ト
ラ
ー
、
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
、
ゲ
ー
リ
ン
グ
、
ヒ
ム
ラ
ー
、
ケ
ル
ル
あ
て
に
、「
ナ
チ
ス
国
家
に
対
す
る
大
逆
罪
的
攻
撃
」
を

内
容
と
す
る
教
皇
回
勅
が
発
表
を
予
定
さ
れ
て
い
る
旨
を
、
通
報
し
た
。
こ
れ
に
対
す
る
警
察
側
の
直
接
の
対
策
と
し
て
は
、
と
り
あ
え
ず
教
会
外

で
の
回
勅
配
布
の
取
り
締
ま
り
の
み
が
指
令
さ
れ
た
。
も
し
回
勅
の
朗
読
そ
れ
自
体
を
阻
止
す
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
末
端
に
至
る
ま
で
の
全

体
を
抗
争
の
中
に
引
き
ず
り
こ
む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
あ
ま
り
に
も
大
き
な
混
乱
が
予
想
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

警
察
は
、
ド
イ
ツ
全
国
に
お
い
て
回
勅
の
朗
読
・
印
刷
・
配
布
の
直
接
の
責
任
者
で
あ
る
司
教
た
ち
に
は
、
一
指
も
触
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
当

時
の
刑
法
で
さ
え
責
任
を
問
わ
れ
な
い
は
ず
の
印
刷
所
が
、
こ
の
た
び
は
見
せ
し
め
の
処
置
を
被
る
こ
と
に
な
っ
た
。
警
察
は
印
刷
所
を
厳
し
く
捜

索
し
、
回
勅
の
配
布
に
従
事
し
た
人
物
を
捕
え
た
。
た
と
え
ば
オ
ッ
フ
ェ
ン
ブ
ル
ク
の
フ
ォ
ン
・
ホ
ル
ン
ブ
ル
ク
司
祭
ほ
か
数
名
が
刑
法
第
八
五
条

五
七



回
勅
「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
」
の
背
景
と
意
義

―
教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
の
ナ
チ
ズ
ム
批
判
―

五
八

の
「
大
逆
罪
的
内
容
の
印
刷
文
書
の
配
布
」
容
疑
で
起
訴
さ
れ
た
が
、
警
察
側
の
所
期
の
目
的
は
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
補
償
な
し
に
没
収

さ
れ
た
印
刷
所
は
全
国
で
十
二
カ
所
に
の
ぼ
っ
た
（
６
）

。

（
１
）

こ
の
前
後
の
記
述
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。

L
.V

olk,D
ie

E
n

zyklika
“M

it
bren

n
en

d
er

S
orge”

...aaO
.,in

:D
ers.,K

ath
olisch

e
K

irch
e

u
n

d
N

ation
alsozialism

u
s,S

. 38f.

（
２
）

以
上
の
記
述
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
次
の
文
献
を
参
照
。L
u

d
w

ig
V

olk,
A

kten
K

ard
in

al
M

ich
ael

von
F

au
lh

ab
ers
1917 -1945,

B
d

.
2

:

1935 -1945,M
ain

z
1978,S

. 275 -284.

引
用
文
は
、S

. 284.

（
３
）

「
教
皇
教
書
、
、

」
を
想
定
し
た
フ
ァ
ウ
ル
ハ
ー
バ
ー
草
案
の
全
文
と
、
完
成
し
た
回
勅
、
、

「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
」
の
全
文
と
を
並
列
し
て
比
較
し

た
資
料
集
は
、D

ieter
A

lbrech
t

（H
g.

）,D
er

N
oten

w
ech

sel,aaO
,B

d
. 1,M

ain
z
1965,S

. 402 -443.

（
４
）

F
au

lh
aber

an
P

iu
s

X
I.vom

22. 3. 1937,in
:A

kten
K

ard
in

alM
ich

aelv.F
au

lh
abers,aaO

.,B
d

. 2,S
. 311.

（
５
）

回
勅
「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
」
の
ド
イ
ツ
語
原
文
の
全
体
が
収
録
さ
れ
て
い
る
資
料
集
と
し
て
は
、D

.
A

lb
rech

t

（H
g.

）,D
er

N
oten

w
ech

-

sel,aaO
.,B

d
. 1,S

. 404 -443
;S

im
on

H
irt

（H
g.

）,M
it

bren
n

en
d

er
S

orge.D
as

p
äp

stlich
e

R
u

n
d

sch
reiben

gegen
d

en
N

ation
alsozialis-

m
u

s
u

n
d

sein
e

F
olgen

...aaO
.,S

. 1 -24

（
こ
れ
に
は
ミ
ス
プ
リ
が
若
干
あ
る
）；

W
.C

orsten

（H
g.

）,K
öln

er
A

kten
stü

cke
ü

ber
d

ie
L

age
d

er

K
irch

e
in

D
eu

tsch
lan

d
,

aaO
.,

S
. 174 -186.

最
近
の
資
料
集
と
し
て
、G

.
D

en
zler

＼V
.

F
abriciu

s,
aaO

.
S

. 284 -306.

な
お
回
勅
の
全
訳
は
、

河
島
幸
夫
「
ピ
ウ
ス
十
一
世
回
勅
『
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
』
│
│
原
資
料
の
翻
訳
と
解
説
」『
西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
』
第
三
三
巻
一
・
二
・

三
合
併
号
、
二
〇
〇
一
年
二
月
、
一
七
〇
│
一
九
八
頁
。

（
６
）

S
.

H
irt,

D
ie

A
u

sein
an

d
ersetzu

n
g

ü
ber

d
ie

E
n

zyklika
“M

it
bren

n
en

d
er

S
orge”

in
ih

ren
gesch

ich
tlich

en
Z

u
sam

m
en

h
än

gen
,

in
:

D
ers.,M

it
bern

n
en

d
er

S
orge.

D
as

p
äp

stlich
e

R
u

n
d

sch
reiben

,aaO
.,S

. 97f.



回
勅
「
深
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憂
慮
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」
の
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意
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皇
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ウ
ス
十
一
世
の
ナ
チ
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ム
批
判
―

四
　

回

勅

へ

の

反

応

と

影

響

１
　
回
勅
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
政
府
と
教
会
の
応
酬

回
勅
「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
」
は
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
・
信
徒
に
大
き
な
喜
び
と
感
動
を
も
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ま
で

の
ナ
チ
ス
支
配
下
の
教
会
の
苦
難
の
歩
み
に
対
し
て
教
皇
が
決
し
て
無
関
心
で
は
な
い
こ
と
、
逆
に
「
燃
え
る
よ
う
な
心
配
と
不
審
の
目
で
」（
回

勅
本
文
冒
頭
の
直
訳
）
ド
イ
ツ
の
教
会
と
信
徒
の
苦
境
を
凝
視
し
て
い
る
こ
と
が
、
直
接
に
公
然
と
人
々
に
訴
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
教

皇
回
勅
は
第
三
帝
国
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
み
な
ら
ず
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
民
間
団
体
や
宗
派
学
校
、
宗
教
教
育
、
新
聞
な
ど
が
被
っ
て
い

る
弾
圧
と
制
限
・
妨
害
措
置
を
非
難
し
、
ナ
チ
ズ
ム
支
配
の
偶
像
崇
拝
的
性
格
を
糾
弾
し
て
い
た
。
そ
れ
は
ナ
チ
ズ
ム
の
核
心
を
突
い
て
い
た
か
ら
、

「
ド
イ
ツ
国
家
体
制
に
対
す
る
重
大
な
攻
撃
」（
ケ
ル
ル
教
会
相
）
で
あ
り
、「
ド
イ
ツ
国
家
指
導
部
に
対
す
る
公
然
た
る
宣
戦
布
告
」（
ヴ
ァ
チ
カ
ン

駐
在
ド
イ
ツ
大
使
デ
ィ
エ
ゴ
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ル
ゲ
ン
）
と
し
て
ナ
チ
ス
側
に
受
け
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

回
勅
に
対
す
る
ド
イ
ツ
政
府
か
ら
の
公
式
反
応
は
、
ま
ず
教
会
省
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ル
か
ら
ド
イ
ツ
司
教
た
ち
に
あ
て
た
一
九
三
七
年
三
月
二
三
日

付
け
の
速
達
に
よ
っ
て
届
け
ら
れ
た
。
そ
の
中
に
は
、
回
勅
は
政
教
条
約
第
一
六
条
で
要
求
さ
れ
た
司
教
の
忠
誠
宣
誓
の
内
容
を
な
す
「
ド
イ
ツ
国

家
体
制
の
福
利
と
利
益
と
に
配
慮
す
る
義
務
」
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
回
勅
の
印
刷
・
複
写
・
配
布
は
い
か
な
る
形
で
も
禁
止
さ
れ
る
」

と
記
さ
れ
て
い
た
（
１
）

。

こ
れ
に
対
し
て
フ
ル
ダ
司
教
協
議
会
議
長
ア
ド
ル
フ
・
ベ
ル
ト
ラ
ム
枢
機
卿
は
三
月
二
六
日
付
け
で
教
会
相
に
返
書
を
送
っ
た
。
そ
の
中
で
ベ
ル

五
九
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六
〇

ト
ラ
ム
は
教
会
相
の
非
難
を
退
け
、
聖
座
（
教
皇
）
は
回
勅
を
通
じ
て
、
ド
イ
ツ
の
政
府
当
局
や
有
力
者
層
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト

教
と
教
会
と
に
対
す
る
公
然
・
隠
然
の
闘
争
に
反
対
す
る
態
度
を
示
し
た
だ
け
で
あ
る
、
と
反
駁
し
た
（
２
）

。

ま
た
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
大
司
教
コ
ン
ラ
ー
ト
・
グ
レ
ー
バ
ー
は
三
月
三
○
日
付
け
オ
ー
バ
ー
ラ
イ
ン
地
区
の
司
教
た
ち
の
名
で
教
会
省
に
書
簡
を

送
り
、
回
勅
の
印
刷
・
配
布
等
の
禁
止
命
令
は
、
こ
れ
ま
で
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
官
憲
か
ら
加
え
ら
れ
た
数
々
の
政
教
条
約
違
反
行
為
を
見
逃
し

て
い
る
が
ゆ
え
に
、
全
く
不
当
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
厳
重
に
抗
議
し
た
（
３
）

。

同
じ
く
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の
ガ
ー
レ
ン
司
教
も
教
会
省
に
四
月
一
九
日
付
け
で
返
書
を
発
送
し
、
信
徒
に
対
す
る
指
示
・
告
知
・
教
書
な
ど
の
伝
達

内
容
に
関
す
る
権
限
は
基
本
的
に
教
会
そ
れ
自
体
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
教
会
省
に
は
判
断
の
権
限
が
な
い
こ
と
を
、
強
調
し
た
（
４
）

。

さ
ら
に
ド
イ
ツ
外
務
省
と
教
皇
庁
の
間
で
回
勅
を
め
ぐ
っ
て
非
難
の
応
酬
が
行
わ
れ
た
。
ま
ず
四
月
一
二
日
、
ヴ
ァ
チ
カ
ン
駐
在
ド
イ
ツ
大
使
デ

ィ
エ
ゴ
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ル
ゲ
ン
は
教
皇
庁
国
務
長
官
パ
チ
ェ
リ
に
書
簡
を
送
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、
教
皇
回
勅
が
「
ド
イ
ツ
国
指
導
部
、
司
法
、
学

校
・
報
道
政
策
に
対
す
る
公
然
た
る
宣
戦
布
告
（
５
）

」
で
あ
っ
て
、
政
教
条
約
が
聖
座
に
課
し
て
い
る
義
務
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
を
意
味
す
る
、
と
主

張
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
教
皇
庁
国
務
長
官
パ
チ
ェ
リ
は
四
月
三
○
日
付
け
で
ド
イ
ツ
大
使
に
返
書
を
送
り
、「
ド
イ
ツ
民
族
お
よ
び
ド
イ
ツ
国
家
に
対
す

る
敵
対
姿
勢
」
と
い
う
非
難
を
退
け
た
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
問
題
状
況
の
、
回
勅
に
よ
る
大
胆
な
確
認
は
、
も
っ
ぱ
ら
司
牧
的
必
要
性

か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。「
公
共
の
諸
権
力
、
国
家
を
担
う
運
動
が
教
会
の
奴
隷
化
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
根
絶
を
主
観
的
あ
る
い
は
実
質
的
目

標
と
す
る
理
念
、
諸
勢
力
、
潮
流
、
世
界
観
集
団
と
の
か
ら
み
つ
き
に
ま
す
ま
す
陥
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
通
じ
て
ド
イ
ツ
に
生
じ
て
い
る
弊
害
を
根

絶
す
る
こ
と
、
そ
う
し
た
潮
流
を
克
服
す
る
こ
と
が
聖
座
の
意
図
で
あ
っ
た
し
、
今
も
そ
う
で
あ
る
。
国
家
権
力
の
担
い
手
た
ち
と
、
国
家
を
担
う
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政
治
運
動
の
指
導
的
代
表
者
た
ち
と
は
、
前
述
の
潮
流
に
精
神
的
に
付
着
し
、
そ
れ
を
利
用
し
て
い
る
不
吉
な
共
棲
関
係
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
を
今

日
ま
で
決
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
…
…
そ
の
結
果
、
必
然
的
に
、
最
高
教
会
権
威
の
明
確
な
指
針
の
言
葉
を
必
要
と
す
る
悲
劇
的
状
態
が

深
ま
っ
た
。
…
…
今
月
一
二
日
付
け
の
貴
下
の
外
交
書
簡
は
、
回
勅
『
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
』
が
列
挙
し
た
確
認
の
一
つ
で
さ
え
客
観
的
に
反

論
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
回
勅
が
政
教
条
約
違
反
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
回
勅
の
内
容
と
教
皇
聖
下
の
意
図
と
を
政
治
的
に

誤
解
し
、
ド
イ
ツ
で
生
じ
て
い
る
政
教
条
約
の
違
反
状
態
を
お
お
い
か
く
そ
う
と
試
み
た
。
…
…
こ
こ
に
外
交
書
簡
の
形
で
試
み
ら
れ
た
ご
と
き
、

条
約
上
の
権
利
の
全
基
本
概
念
の
驚
く
べ
き
倒
錯
は
、
想
像
を
絶
す
る
も
の
で
あ
る
（
６
）

」。

こ
う
し
た
や
り
と
り
を
見
て
い
る
と
、
ド
イ
ツ
政
府
か
ら
の
激
し
い
反
発
に
対
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
教
皇
庁
と
の
側
が
一
歩
も
引
き
さ
が
ら

ず
に
応
戦
し
て
い
る
様
子
が
、
う
か
が
え
る
。
そ
れ
だ
け
に
教
皇
回
勅
が
ナ
チ
ス
の
指
導
者
た
ち
に
与
え
た
シ
ョ
ッ
ク
は
大
き
か
っ
た
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。

２
　
政
教
条
約
破
棄
の
可
能
性

回
勅
「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
」
の
発
表
を
め
ぐ
る
以
上
の
よ
う
な
応
酬
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
ナ
チ
ス
政
府
の
内
部
で
は
政
教
条
約
を
破
棄

す
る
高
い
可
能
性
が
検
討
さ
れ
た
（
７
）

。
と
く
に
教
会
相
ケ
ル
ル
は
政
教
条
約
の
破
棄
を
強
く
主
張
し
、
一
時
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
同
意
ま
で
と
り
つ
け
て
い

た
と
い
う
（
８
）

。

他
方
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
内
部
で
は
政
教
条
約
の
維
持
が
ド
イ
ツ
司
教
団
に
お
い
て
も
教
皇
庁
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
カ
ト

リ
ッ
ク
側
に
は
、
ド
イ
ツ
政
府
が
ま
も
な
く
政
教
条
約
の
破
棄
を
通
告
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
も
、
消
え
な
か
っ
た
。
も
し
そ
れ
が

六
一
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二

決
行
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
期
は
一
九
三
七
年
九
月
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
に
お
け
る
ナ
チ
党
大
会
の
会
期
中
で
あ
ろ
う
と
い
う
予
想
さ
え
立
て

ら
れ
た
。
そ
の
た
め
に
ド
イ
ツ
司
教
団
は
、
教
皇
回
勅
を
歓
迎
し
、
そ
れ
に
全
面
的
な
同
意
と
支
持
を
約
束
す
る
旨
の
共
同
教
書
を
作
成
す
る
こ
と

を
、
さ
し
控
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
ド
イ
ツ
政
府
の
内
部
で
は
政
教
条
約
破
棄
の
可
能
性
を
含
め
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
す
る
当
面
の
教
会
政
策
に
関
し
て
必
ず
し
も
意
見

の
一
致
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
く
に
官
僚
た
ち
の
間
で
は
、
政
教
条
約
破
棄
に
よ
っ
て
生
じ
う
る
法
的
空
白
状
態
は
避
け
る
べ
き
で
あ
り
、
対
内

的
に
も
対
外
的
に
も
得
策
で
は
な
い
と
い
う
意
見
が
強
か
っ
た
と
い
う
（
９
）

。

結
局
、
政
教
条
約
は
ド
イ
ツ
政
府
側
か
ら
も
教
皇
庁
側
か
ら
も
破
棄
さ
れ
ず
、
戦
中
・
戦
後
を
生
き
の
び
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
ナ

チ
ス
の
時
代
に
お
い
て
は
引
き
続
い
て
官
憲
に
よ
る
政
教
条
約
違
反
の
措
置
が
止
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
九
三
八
年
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
ヴ
ェ
ル

ナ
ー
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
教
授
は
次
の
よ
う
に
確
認
し
て
い
る
。「
政
教
条
約
は
今
日
で
は
五
年
前
と
異
な
る
顔
を
も
っ
て
い
る
。
…
…
条
約
の
文
言
は

ま
っ
た
く
改
訂
さ
れ
て
い
な
い
が
、
条
約
の
規
定
の
か
な
り
は
、
今
日
、
別
の
法
的
照
明
の
中
に
現
れ
て
い
る
。
事
態
の
進
展
は
そ
の
い
く
つ
か
を

古
ぼ
け
た
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
。
全
体
と
し
て
政
教
条
約
は
一
つ
の
萎
縮
過
程
を
辿
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
10
）

」。

政
教
条
約
は
、
ナ
チ
ス
当
局
に
よ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
攻
撃
に
対
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
側
が
抗
議
す
る
た
め
の
法
的
根
拠
と
な
っ
た
か
ら
、
カ
ト
リ

ッ
ク
教
会
に
と
っ
て
は
確
か
に
一
つ
の
防
塁
で
あ
り
、
《
摂
理
の
賜
物
》
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ナ
チ
ス
側
は
、
立
て
前
と
は
裏
腹
に
実
質
的
に
は
政

教
条
約
を
無
視
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
そ
の
関
連
活
動
と
を
抑
圧
し
続
け
た
。
そ
の
結
果
、
ナ
チ
ス
治
下
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
公
共
世

界
で
の
活
動
領
域
は
急
速
に
狭
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
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最
後
に
、
回
勅
「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
」
発
表
の
意
義
と
そ
れ
以
後
の
問
題
点
に
触
れ
て
本
論
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
回
勅
の
特
徴
を
い
く
つ
か
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

六
三



回
勅
「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
」
の
背
景
と
意
義

―
教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
の
ナ
チ
ズ
ム
批
判
―

六
四

●

そ
の
原
文
が
ラ
テ
ン
語
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
語

、
、
、
、

で
書
か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
当
時
の
総
統
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
治
下

の
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
＝
第
三
帝
国
に
生
き
る
全
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
自
身
が
親
し
く
語
り
か
け
て
い
る
。

●

ナ
チ
ス
支
配
の
最
盛
期
の
た
だ
中
で
、
深
く
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
と
に
根
差
し
て
、
ナ
チ
ズ
ム
の
思
想
、
第
三
帝
国
の
人

種
政
策
、
民
族
至
上
主
義
、
指
導
者
（
ヒ
ト
ラ
ー
）
崇
拝
、
教
会
弾
圧
な
ど
を
具
体
的
に
、
そ
し
て
根
底
的
に
批
判
し
て
い
る
。

●

弾
圧
に
さ
ら
さ
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
教
、
司
祭
、
修
道
会
員
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
民
間
団
体
、
青
少
年
団
体
会
員
、
平
信
徒
、
両
親
、
若
者
た

ち
に
具
体
的
に
深
い
慰
め
と
励
ま
し
を
与
え
て
い
る
。

●

そ
の
発
表
形
式
は
、
外
交
文
書
の
手
渡
し
と
い
う
穏
健
な
方
法
で
は
な
く
、
説
教
壇
か
ら
の

、
、
、
、
、
、

公
然
た
る
朗
読
、
、

と
い
う
最
も
強
い
抗
議
方
式

、
、
、
、
、
、
、
、

を
採

用
し
て
い
る
。

●

内
容
的
に
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
自
然
法

、
、
、

理
解
に
基
づ
い
て
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
自
然
法
の
強
調
は
、
従
来
か
ら
も
様
々

な
教
皇
回
勅
や
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
文
書
に
現
れ
て
き
た
基
本
線
の
一
つ
で
あ
る
。

●

最
後
に
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
人
権
の
不
可
侵
性

、
、
、
、
、
、
、

の
強
調
で
あ
る
。
従
来
、「
人
権
」
は
、
神
を
排
除
す
る
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
表
現

と
し
て
、
し
ば
し
ば
歴
代
の
教
皇
た
ち
に
よ
っ
て
非
難
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
回
勅
は
│
│
お
そ
ら
く
ナ
チ
ス
に
よ
る
壮
絶
な
人
権
侵

害
に
直
面
し
て
│
│
む
し
ろ
人
権
を
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
不
可
侵
の
権
利
と
し
て
、
は
っ
き
り
承
認
し
、
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

教
皇
回
勅
「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
」
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ま
ず
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
、
関
係
諸
団
体
、
学
校
教
育
な
ど
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
に
直
接
間
接
に
関
わ
る
領
域
に
お
け
る
ド
イ
ツ
政
府
や
ナ
チ
党
に
よ
る
弾
圧
・
迫
害
の
事
実
を
公
表
し
、
そ
れ
に
公
然
と
抗
議
し
た
。
次
に
第



回
勅
「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
」
の
背
景
と
意
義

―
教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
の
ナ
チ
ズ
ム
批
判
―

三
帝
国
に
お
け
る
人
種
や
民
族
の
崇
拝
、
国
家
や
権
力
者
へ
の
賛
美
を
偶
像
崇
拝
的
な
も
の
と
し
て
拒
否
し
、
ナ
チ
ズ
ム
の
世
界
観
を
根
底
的
に
批

判
し
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
指
摘
が
ナ
チ
ス
政
府
へ
の
《
申
し
入
れ
》
と
い
う
形
で
は
な
く
、
《
公
開
抗
議
》
と
い
う
形
を
と
っ
た
こ
と
、
し
か
も

そ
れ
が
《
教
書
》
で
は
な
く
《
回
勅
》
の
朗
読
と
い
う
最
も
高
い
調
子
の
形
態
で
行
わ
れ
た
こ
と
、
し
か
も
そ
の
回
勅
が
ラ
テ
ン
語

、
、
、
、

で
は
な
く
て
、

ド
イ
ツ
語

、
、
、
、

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
目
の
前
の
ナ
チ
ス
国
家
に
対
す
る
《
公
然
た
る
宣
戦
布
告
》
に
等
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

た
回
勅
の
内
容
を
根
底
的
に
支
え
て
い
る
の
は
、
聖
書
に
お
い
て
証
言
さ
れ
た
神
の
支
配
の
普
遍
性
へ
の
確
信

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
を
知
ら
せ
る

使
信
は
、
歴
史
的
に
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
な
っ
た
神
の
言
葉
の
啓
示
の
み
を
通
じ
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

人
間
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
ド
イ
ツ
・

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
告
白
教
会
が
一
九
三
四
年
に
発
表
し
た
「
バ
ル
メ
ン
宣
言
（
１
）

」
に
も
共
通
す
る
信
仰
告
白
の
核
心
が
鳴
り
響
い
て
い
る
。
そ
れ
に

照
ら
せ
ば
、
こ
の
世
の
す
べ
て
の
も
の
は
絶
対
性
を
主
張
し
え
ず
、
た
だ
有
限
な
相
対
的
価
値
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
地
上
的
存
在
に
す
ぎ
な
い
人
間
が
尊
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
ぜ
か
。
回
勅
に
よ
れ
ば
、
世
界
の
す
べ
て
の
も
の
は
神
の
法
の
下

、
、
、
、
、

に
あ

る
。
こ
の
神
の
法
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
人
間
の
健
全
な
理
性
に
刻
み
こ
ま
れ
た
自
然
法
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
実
定
法
、
規
則
、
措
置
は
拘
束
さ

れ
る
。
こ
の
自
然
法
に
基
づ
い
て
、「
人
間
は
人
格
と
し
て
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
権
利
を
持
つ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

」。
そ
れ
ゆ
え
、「
そ
の
権
利
は
共
同
社
会
に
よ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
侵
害

、
、
、

、
廃
棄
あ
る
い
は
無
視
を
め
ざ
す
一
切
の
介
入
か
ら
免
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

」
の
だ
。
こ
こ
に
は
、
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
人
権
、
、

の
不
可
侵
性

、
、
、
、
、

が
国
家
権
力
の
侵
害
に
対
し
て
高
ら
か
に
宣
言
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
回
勅
「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
」
は
、
苦
難
の
下
に
あ
る
ド
イ
ツ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
大
き
な
励
ま
し
と
慰
め
を
与
え
た
。
こ
の

回
勅
が
全
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
説
教
壇
か
ら
一
斉
に
読
み
あ
げ
ら
れ
た
時
、
た
ま
た
ま
ド
イ
ツ
の
あ
る
教
会
で
ミ
サ
礼
拝
に
出
席
し
て
い

た
フ
ラ
ン
ス
人
旅
行
者
ロ
ベ
ー
ル
・
ダ
ル
ク
ー
ル
は
、
そ
の
鮮
烈
な
印
象
を
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

六
五



回
勅
「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
」
の
背
景
と
意
義

―
教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
の
ナ
チ
ズ
ム
批
判
―

六
六

「
三
月
二
一
日
（
日
）、
ロ
ー
マ
か
ら
の
文
書
は
爆
弾
の
よ
う
に
炸
裂
し
た
。
こ
の
表
現
は
誇
張
で
は
な
い
。
回
勅
の
発
表
は
電
光
石
火
お

こ
な
わ
れ
た
。
国
家
権
力
と
警
察
は
、
な
す
す
べ
も
な
か
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
組
織
は
時
計
の
機
械
仕
掛
け
の
よ
う
に
正
確
に
作
動
し
た
。

こ
の
教
皇
文
書
は
魔
法
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
全
土
に
広
が
っ
た
。
そ
れ
は
、
朗
読
の
任
務
を
負
う
司
祭
が
説
教
壇
に
上
る
直
前
に
、
届
け
ら
れ
た
。

司
祭
た
ち
は
、
手
早
い
回
勅
流
布
に
よ
っ
て
秘
密
警
察
の
敏
速
な
対
応
を
出
し
抜
き
、
捜
索
と
押
収
の
裏
を
か
い
た
。
第
三
帝
国
が
教
皇
文
書

を
侮
辱
的
な
も
の
と
み
な
し
、
さ
ら
に
激
怒
し
た
の
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
組
織
が
こ
の
試
練
の
時
に
も
確
固
と
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
戦
線
の

連
携
（
保
管
者
、
仲
介
者
、
配
送
者
、
印
刷
者
）
が
道
徳
的
に
も
堅
固
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
何
の
遺
漏
も
、
伝
達
不
十
分
も
生
じ
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

た
ま
た
ま
我
々
は
、
ド
イ
ツ
の
あ
る
教
会
で
高
い
説
教
壇
か
ら
回
勅
が
朗
読
さ
れ
る
の
を
聞
き
、
そ
れ
に
対
す
る
反
応
が
信
徒
た
ち
の
表
情

や
ま
な
ざ
し
に
現
れ
る
の
を
直
視
す
る
機
会
に
直
面
し
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
共
同
体
の
力
、
ロ
ー
マ
と
の
結
合
力
を
、
我
々
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に

実
感
し
た
こ
と
、
し
か
も
体
で
実
感
し
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
な
か
っ
た
。『
ロ
ー
マ
が
声
を
発
し
た
』
こ
と
は
、
そ
れ
へ
の
同
意
に
犠
牲
が

伴
う
場
合
、
ま
こ
と
に
全
き
力
を
得
る
。
祈
り
の
姿
勢
で
教
皇
文
書
の
朗
読
を
聞
い
た
こ
れ
ら
す
べ
て
の
会
衆
は
、
そ
の
意
義
と
そ
の
重
大
さ

に
つ
い
て
、
い
か
な
る
幻
想
も
抱
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

彼
ら
は
、
は
じ
め
て
、
目
の
前
で
橋
が
落
ち
る
の
を
見
た
。
こ
の
断
絶
自
体
の
、
ま
た
各
人
の
生
活
に
と
っ
て
の
こ
の
出
来
事
の
、
結
果
の

広
が
り
や
重
大
さ
│

│
│
そ
こ
か
ら
彼
ら
は
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
誰
も
が
心
の
中
で
、
自
己
の
生
活
、
来
し
方
と
未
来
の
見
込
み
、
開

始
さ
れ
た
戦
い
の
結
果
な
ど
の
細
部
を
想
い
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
同
時
に
、
ロ
ー
マ
の
言
葉
〔
回
勅
〕
は
、
前
も
っ
て
そ
れ
ら
の
相



回
勅
「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
」
の
背
景
と
意
義

―
教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
の
ナ
チ
ズ
ム
批
判
―

貌
を
変
え
る
こ
と
の
で
き
る
最
良
の
光
を
与
え
て
く
れ
る
。
…
…
彼
ら
の
顔
に
は
、
時
局
の
厳
し
さ
と
、
こ
う
し
た
喜
ば
し
い
犠
牲
の
光
と
が

刻
み
こ
ま
れ
て
い
た
。
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
群
に
迷
い
こ
ん
だ
我
々
外
国
人
は
、
我
々
が
戦
士
た
ち
の
真
ん
中
に
い
る
証
人
に
す
ぎ

な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
ほ
と
ん
ど
恥
じ
入
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
（
２
）

」。

ま
た
、
回
勅
朗
読
の
後
ま
も
な
く
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の
司
教
ガ
ー
レ
ン
は
回
勅
の
影
響
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
き
残
し
て
い
る
。「
教
皇
回
勅

は
す
べ
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
大
き
な
喜
び
と
深
い
感
謝
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
聖
父
の
慈
愛
あ
ふ
れ
る
、
真
剣
な
、
し
か
し
ま
た

仮
借
な
い
ま
で
に
明
確
な
言
葉
は
、
ま
さ
に
解
放
を
も
た
ら
す
働
き
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
…
…
／
教
皇
回
勅
の
影
響
は
非
カ
ト
リ
ッ
ク
の
キ
リ
ス
ト

者
た
ち
の
間
に
も
及
ん
で
い
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。
…
ド
イ
ツ
の
多
く
の
非
カ
ト
リ
ッ
ク
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
が
、
教
皇
は
自
分
た
ち
の
た
め
に
も

自
分
た
ち
の
最
も
聖
な
る
確
信
を
擁
護
し
て
発
言
し
て
く
れ
た
、
と
感
じ
、
告
白
し
て
い
ま
す
（
３
）

」。

と
こ
ろ
で
教
皇
庁
自
身
が
こ
れ
ま
で
の
外
交
文
書
に
よ
る
《
申
し
入
れ
政
策
》
を
乗
り
こ
え
て
、
回
勅
の
朗
読
・
配
布
と
い
う
《
公
開
抗
議
》
方

式
に
踏
み
切
っ
た
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
の
司
教
団
内
部
に
も
教
会
闘
争
の
戦
術
を
め
ぐ
る
対
立
を
い
っ
そ
う
表
面
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
フ
ル
ダ

司
教
協
議
会
議
長
の
ベ
ル
ト
ラ
ム
枢
機
卿
は
従
来
か
ら
《
申
し
入
れ
（
請
願
）
路
線
》
を
推
し
進
め
て
き
た
。
そ
れ
は
、
原
則
と
し
て
で
き
る
だ
け

公
開
抗
議
に
よ
る
対
決
は
避
け
、
む
し
ろ
口
頭
も
し
く
は
文
書
に
よ
る
当
局
へ
の
申
し
入
れ
と
交
渉
を
通
じ
て
、
事
態
の
改
善
を
図
る
と
い
う
戦
術

路
線
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
プ
ラ
イ
ジ
ン
グ
お
よ
び
ガ
ー
レ
ン
の
両
司
教
は
、
《
申
し
入
れ
》
や
《
交
渉
》
だ
け
で
は
ナ
チ
ス
当
局
は
動
か
さ
れ

な
い
、
と
判
断
し
、
む
し
ろ
公
然
た
る
抗
議

、
、
、
、
、
、

に
よ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
民
衆
へ
の
ア
ピ
ー
ル
に
よ
っ
て
、
目
に
見
え
る
形
で
の
力
を
│
│
む
ろ
ん
暴
力

六
七



回
勅
「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
」
の
背
景
と
意
義

―
教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
の
ナ
チ
ズ
ム
批
判
―

六
八

で
は
な
く
平
和
的
な
意
思
の
力
を
│
│
現
実
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
ナ
チ
ス
指
導
者
た
ち
は
動
か
さ
れ
る
、

と
す
る
《
公
開
抗
議
路
線
》
の
主
張
を
強
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
主
張
を
支
え
た
の
は
、「
第
三
帝
国
の
政
治
的
意
思
決
定
の
担
い
手
は

政
府
で
は
な
く
ナ
チ
党
で
あ
る
（
４
）

」（
シ
ュ
ル
テ
枢
機
卿
か
ら
教
皇
庁
国
務
長
官
あ
て
一
九
三
七
年
一
月
一
六
日
付
け
文
書
）
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て

そ
の
究
極
的
目
標
の
一
つ
が
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
破
壊
、
ま
さ
に
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
の
根
絶
（
５
）

」（
一
九
三
八
年
八
月
一
九
日
付
け
ド
イ
ツ
司

教
共
同
教
書
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
の
明
確
な
認
識
で
あ
っ
た
。
じ
っ
さ
い
ド
イ
ツ
司
教
団
の
ナ
チ
ス
当
局
に
対
す
る
対
応
ス
タ
イ
ル

と
し
て
は
、
従
来
か
ら
《
申
し
入
れ
》
と
《
交
渉
》
だ
け
で
は
な
く
、
折
に
つ
け
て
説
教
壇
朗
読
に
よ
る
司
教
教
書
の
発
表
と
い
う
《
公
開
抗
議
》

方
式
も
採
用
さ
れ
て
は
い
た
。
そ
れ
は
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
一
九
四
三
年
八
月
一
九
日
付
け
、
九
月
一
二
日
発
表
の
、「
精
神
病
患
者
・
捕
虜
・

異
人
種
の
殺
害
」
に
抗
議
す
る
「
第
五
戒
（
汝
殺
ス
ナ
カ
レ
）
の
解
説
」
を
中
心
と
す
る
共
同
教
書
（
６
）

ま
で
続
け
ら
れ
た
。
し
か
も
司
教
団
の
内
部
で

は
プ
ラ
イ
ジ
ン
グ
や
ガ
ー
レ
ン
の
主
張
に
賛
成
す
る
司
教
た
ち
の
数
が
し
だ
い
に
増
加
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
司
教
協
議
会
議
長
ベ
ル
ト
ラ
ム
の
基
本
姿
勢
を
変
え
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
ベ
ル
ト
ラ
ム
は
《
公
開
》
の
教
書

に
よ
る
公
開
抗
議
戦
術
を
も
折
に
つ
け
て
採
り
入
れ
は
し
た
が
、
彼
の
重
点
は
《
申
し
入
れ
政
策
》
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
彼
自
身
の

教
会
観
、
国
家
観
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
ベ
ル
ト
ラ
ム
に
と
っ
て
は
ナ
チ
ス
国
家
も
ま
た
教
会
が
忠
誠
を
捧
げ
る
べ
き
官
憲
・
上
司

（O
b

rigk
eit

）
で
あ
っ
た
。
し
か
も
彼
に
と
っ
て
教
会
の
な
す
べ
き
わ
ざ
は
、
信
仰
と
司
牧
の
領
域
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
教
会
が
国
家
に
抗

議
す
る
の
は
、
こ
の
信
仰
と
司
牧
の
領
域
に
国
家
が
介
入
し
た
時
に
限
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
信
仰
と
司
牧
に
属
さ
な
い
と
み
な
さ
れ
る
事
柄

に
つ
い
て
は
、
発
言
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
控
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
ド
イ
ツ
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
《
二
王
国
論
》
に
も
類

似
し
た
思
考
様
式
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
《
自
制
》
こ
そ
は
ベ
ル
ト
ラ
ム
議
長
の
基
本
姿
勢
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
姿
勢



回
勅
「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
」
の
背
景
と
意
義

―
教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
の
ナ
チ
ズ
ム
批
判
―

を
ナ
チ
ス
の
時
代
の
終
わ
り
ま
で
貫
い
た
の
で
あ
っ
た
（
７
）

。

と
は
い
え
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
そ
の
後
の
展
開
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
と
っ
て
も
ま
す
ま
す
重
苦
し
い
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
。
と
り
わ
け

ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
の
途
方
も
な
い
広
が
り
と
深
ま
り
に
直
面
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
こ
の
問
題
に
ど
う
対
処
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
一
九

三
九
年
九
月
一
日
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ヒ
ト
ラ
ー
が
は
じ
め
た
戦
争
に
突
入
し
て
い
っ
た
。
こ
の
第
二
次
世
界
大
戦
の
悲
劇
を
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は

ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
諸
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
は
将
来
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）

く
わ
し
く
は
、
た
と
え
ば
河
島
幸
夫
「
バ
ル
メ
ン
宣
言
と
そ
の
先
駆
け
」『
四
国
学
院
社
会
科
学
年
誌
』
第
一
○
号
、
二
○
○
○
年
三
月
、
一
│
一

四
頁
。
同
、
前
掲
「
独
裁
国
家
と
教
会
」『
教
会
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
五
五
│
六
五
頁
。
同
、
前
掲
『
戦
争
・
ナ
チ
ズ
ム
・
教
会
』
新
教
出
版
社
、

一
一
九
│
一
二
八
頁
を
参
照
。

（
２
）

R
obert

d
’H

arcou
rt,

E
n

A
llem

agn
e.

A
p

rès
l’E

n
cycliqu

e,
in

:
E

tu
d

es.
R

evu
e

bim
en

su
elle.

P
ères

d
e

la
C

om
p

agn
ie

d
e

Jèsu
s,

vol.

231

（1937

）,p
. 294f.

（
３
）

D
en

ksch
rift

G
alen

s
vom

11. 4. 1937,
in

:
L

.
V

olk

（H
g.

）,A
kten

d
eu

tsch
er

B
isch

öfe
ü

ber
d

ie
L

age
d

er
K

irch
e
1933 -1945,

B
d

. 4
:

1936 -1939,M
ain

z
1981,S

. 205.

さ
ら
に
、V

gl.H
.H

ü
rten

,D
eu

tsch
e

K
ath

oliken
,aaO

.,S
. 377.

（
４
）

S
tellu

n
gn

ah
m

e
S

ch
u

ltes
vom

16. 1. 1937,in
:L

.V
olk

（H
g.

）,A
kten

d
eu

tsch
er

B
isch

öfe,aaO
.,B

d
. 4,S

. 150.

（
５
）

H
irten

w
ort

d
es

d
eu

tsch
en

E
p

iskop
ates

vom
19. 8. 1938,in

:L
.V

olk,A
kten

d
eu

tsch
er

B
isch

öfe,aaO
.,B

d
. 4,S

. 555.

（
６
）

H
irten

w
ort

d
es

d
eu

tsch
en

E
p

iskop
ates

（II

）vom
19. 8 .1943,

in
:

L
.

V
olk

（H
g.

）,A
kten

d
eu

tsch
er

B
isch

öfe
ü

ber
d

ie
L

age
d

er

K
irch

e
1933 -1945,

B
d

. 6
: 1943 -1945,

M
ain

z
1985,

S
. 197 -205

;
G

em
ein

sam
er

H
irten

brief
d

er
d

eu
tsch

en
B

isch
öfe

ü
ber

d
ie

zeh
n

G
ebote

als
L

eben
sgesetz

d
er

V
ölker,in

:K
öln

er
A

kten
stü

cke,aaO
.,S

. 298 -304.

（
７
）

V
gl.M

.S
tein

h
off,W

id
erstan

d
gegen

d
as

D
ritte

R
eich

,aaO
.,S

. 78.

六
九
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勅
「
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
」
の
背
景
と
意
義

―
教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
の
ナ
チ
ズ
ム
批
判
―

七
〇

追
　
記

本
論
文
は
将
来
刊
行
さ
れ
る
宮
田
光
雄
・
柳
父
圀
近
編
『
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
の
政
治
思
想
』（
創
文
社
）
に
収
録
予
定
の
拙
稿
「
ナ
チ
ズ
ム
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

―
―
回
勅
『
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
』
を
中
心
に
」
を
約
五
割
増
補
・
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
論
文
の
作
成
に
あ
た
り
、
西
南
学
院
大
学
図
書
館
の
文
献
を
利
用
し
た
ほ
か
、
南
山
大
学
、
上
智
大
学
、
聖
心
女
子
大
学
、
英
知
大
学
の
各
図
書
館
か
ら

文
献
複
写
の
提
供
を
受
け
、
ま
た
ハ
ン
ス
・
マ
イ
ア
ー
、
水
波
朗
、
塩
崎
弘
明
、
桜
井
健
吾
、
村
上
信
一
郎
、
松
浦
寛
、
井
上
茂
子
、
長
倉
久
子
、
塩
谷
惇
子
、

稲
垣
良
典
、
片
山
寛
の
諸
先
生
か
ら
貴
重
な
御
助
言
や
励
ま
し
を
頂
い
た
。
心
か
ら
感
謝
申
し
あ
げ
る
し
だ
い
で
あ
る
。


